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災害対策マニュアル

まとめSUMMARY
○経営資源や外部環境の制約、利用者ニーズ等を踏まえ、どの事業を再開するかについて優先順位を明確にし

ましょう。

○被災により自法人の力だけでは事業再開が困難な場合、地域内や広域の連携による支援を活用した再開も視

野に入れましょう。

一方、本調査のアンケートから被災後に事業を再
開した理由をみると、利用者のニーズが多かったた
め、という回答が多くなっており、上記のような制
約条件下でも利用者のニーズに対応するため、事業
が再開されたことがうかがえます。

自法人の事業エリア内の利用者が避難したり、入院
や施設へ入所等をしたことにより、利用者数が減少
するケースがみられます。一方、職員についても、
職員自身や家族の被災に伴う離職・休職などにより、
ケアスタッフの不足が生じています。

①再開する事業の優先順位を明確にしましょう

災害時には、自法人の事業所や職員の被災状況に
よって、すべての機能を一律に復旧させるのは難し
いことが想定されます。また、物流の途絶によりサー
ビス提供に必要な物資の確保が困難になることや、
電気、ガス、水道、道路等のインフラの損壊による
サービス提供への影響が生じることも考えられ、平
常時とは異なる環境のなかでの事業再開が予測され
ます。

あらかじめ、自法人の経営資源や外部環境の制約、
利用者のニーズ等を踏まえたうえで、どの事業を再

開するかについて優先順位を明確化していくことが
必要です。

②外部との連携を図りましょう

災害時には、自法人の被害状況によっては、自力
での事業再開が困難になることも想定されます。そ
のため、ふだんから他の事業者や事業者団体、行政
機関等との関係づくりを図り、非常時に支援を受け
られる環境整備をしておくなど、地域内や広域の連
携体制を構築しておくことが有効です。

対応策
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■ 被災後にサービスを再開した理由（在宅介護事業者　N＝95　複数回答）
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

損壊したり、地震による自宅内の家具転倒や家財道
具の散乱により避難所への避難を余儀なくされた高
齢者も数多くみられました。また、自宅内の家財道
具の散乱によるケガなども発生しています。

一方、自宅が被災して避難所に避難した高齢者が、
ふだんとは異なる環境下で精神的に不安定になった
り、トイレの問題等が生じたりして、被災した自宅に
もどることを余儀なくされたケースもみられました。

生活物資の確保についても、自宅避難の場合には
救援物資が届かないといった問題や、ライフライン
の途絶による断水下で、高齢者が給水所まで水を取
りに行くことができないという事態が生じていまし
た。

大規模災害の発生時、あるいはその後の避難生活
において、在宅高齢者にはさまざまな問題が生じて
きます。

東京都健康長寿医療センター研究所の「東京都内
における在宅サービスの災害対応に関する調査」で
は、東日本大震災で地域の高齢者に生じた事態を「建
物・室内の被害（例：家屋の損壊）」「心理的影響（例：
地震や家屋損壊による不安、パニック）」「生活への
影響（例：食料など生活必需品の不足、停電、ガス
停止、断水）」「健康への影響（例：認知症の周辺症
状の悪化、うつ症状の悪化）」という４点に分類し
ています。

東日本大震災の被災地でも、津波で自宅の家屋が

被災によって、在宅高齢者（利用者）の生活環境が大きく変
化することが想定されるため、個々の生活状況などを踏まえ
た自宅での生活維持が求められます。その際には、心理面や
体調面の変化に配慮したいものです。

自宅にとどまった
高齢者への支援については？08

★東京都健康長寿医療センター「東京都内における在宅サービス災害対応に関する調査」より

■ 東日本大震災で地域の高齢者に生じた事態（一部）

項　　目 主な事例

建物・室内の被害
家屋の損壊、火事、エレベーターの停止、家具転倒、家財道具散乱（ケガの恐れ、移動困難、
余震によるさらなる被害の可能性）

生活への影響
食料品など生活必需品の不足、停電、ガス停止、断水。停電等に伴う入浴困難、オール電化に
よる停電時の調理困難

心理的影響
地震、家屋損壊、家具転倒などによる不安やパニック、被災地の悲惨な映像の繰り返しによる
不安、計画停電による不安（在宅医療機器使用含む）、電話がつながらず孤立、不安による自
殺企図

健康への影響
転倒による骨折、家具転倒や家財道具散乱によるケガ、認知症の周辺症状の悪化、うつ症状の
悪化、健康状態の悪化
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災害対策マニュアル

まとめSUMMARY
○被災による生活環境の変化を踏まえ、利用者の生活状況を把握し、自宅での生活を維持しましょう。加えて

心理面や体調面にも配慮し、的確なサービス提供と支援を行うことが必要です。

○利用者の状況に応じて、入院や施設入所など在宅ケア以外の支援への移行も必要となってきます。地域内の

医療機関等との連携を日ごろから図っておくことも重要です。

①利用者の生活状況を把握し

　的確なサービス提供と支援を行いましょう

災害発生時には、在宅高齢者にとって、生活環境
が大きく変化するようなさまざまな事象が生じま
す。そういった高齢者を支援するには、平常時以上
に利用者の生活状況を踏まえたきめ細やかなサービ
ス提供や支援を行う必要性があります。

水道や電気、ガス等の供給が一定期間停止すると、
在宅高齢者の日常生活レベルが一時的に低下するこ
とが予想されます。特に、高齢者の場合、給水所ま
で給水に行けず飲料水が確保できなかったり、長時
間並ばないと食料品等を購入できないような環境下
では必要な物資を調達できないケースも想定されま
す。そうした場合、訪問介護事業者が、利用者に飲
食料等を提供するといった支援も必要でしょう。独

居の高齢者に対しては、被災による生活環境の変化
を考慮し、平常時以上に心理面や体調面の変化に配
慮することも大切です。特に災害発生直後は、心理
面や体調面を急激に低下させる事象が多いため、特
別な配慮が必要です。

②利用者の状況に応じて

　在宅ケア以外の支援に移行することも考慮します

在宅生活で、心理面や体調面が著しく低下した利
用者に対しては、施設や病院への移行も検討する必
要が出てきます。自法人において施設がない場合に
は、地域内の医療機関や入所施設を持つ事業者に依
頼する必要性がありますので、平常時から医療機関
等との連携を行うことが大切です。

対応策

津波のあとに残された民家（石巻市内）� 写真・藤牧徹也
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

災害発生後に事業を再開する際の問題点の１つと
して、人材や物資の不足が挙げられます。本調査の
アンケートでも、東日本大震災被災地の事業者の事
業再開時の問題点として人材や物資の不足が上位に
挙がっています。

これらの問題を解決するためには、他の事業者等
に支援を要請し、人材や物資の支援を受け入れるこ
とも対応策として考えられます。しかし、災害の影
響が大きい地域においては、地域内の事業者は自法
人の対応に追われ、他の事業者と連携や協力を行う

余裕がないことも想定されます。
そのため、支援を要請する先を地域外に求めるこ

とも必要となります。東日本大震災の被災地でも事
業者団体や専門職団体が被災地の介護事業者を支援
する動きが見られました。

外部から人的支援を受け入れ、利用者へのサービ
ス提供が可能になることで、事業の再開や復旧、さ
らには災害発生前のサービス水準への回復の早期化
につながることが期待されます。

また、人材支援に合わせて、職員や利用者の生活

自法人の持つネットワークを活用し、事業者団体や他の事業
者に支援要請を行ったり、行政や社会福祉法人を窓口とした
支援の依頼も考えられます。

09
ボランティアなどの支援を要請するには？

支援を受けた  7.4%

支援を受けていない
92.6%

■ 人的支援の有無（Ｎ＝108）
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自組織の体制で
十分対応可能であった

支援要請のしかたが
わからなかった

自法人のサービス提供方法を
変えることへの不安

派遣される人材の
能力の不安

事業所の再開のめどが
立っていなかった

地域性を理解していない人材を
受け入れることへの不安

利用者、利用者家族からの
要望

支援の条件が
折り合わなかった

その他

■ 人的支援を受けなかった理由（Ｎ＝99　複数回答）
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まとめSUMMARY

災害対策マニュアル

○自法人が加入している事業者団体等や日ごろ関係のある事業者など、法人の持つネットワークを通じて支援

要請を行いましょう。

○地域の行政機関や社会福祉法人等の公的機関に相談することも有効です。

○支援を要請する場合は、人材や物資に関する自法人の支援ニーズを支援先や支援のコーディネートを行う窓

口に明確に伝えることも重要です

の維持や事業再開に必要となる物資についても支援
要請を行うことが考えられます。東日本大震災の事
例では、支援人材が現地入りする際に、支援先のニー

ズを把握して必要な支援物資を搬入する動きも見ら
れました。

①地域の公的機関に相談することも有効です

災害時に地域のなかで最も情報が集まる場所は、
市区町村レベルの行政機関です。東日本大震災でも、
例えば女川地域では、町役場が窓口となり、専門職
団体からの支援の受け入れを行っています。行政の
担当窓口に支援要請を相談することも一つの方法と
いえるでしょう。また、ボランティアについては、
社会福祉協議会が災害時にボランティアセンターを
開設し、登録されたボランティア人材を必要な地域
等に派遣するコーディネート機能を持つことになり
ます。そのため、自法人に必要な人材や物資の支援
を要請する窓口としては有効に利用できると考えら
れます。

一方で、東日本大震災の被災地では、行政や社会
福祉協議会が他の業務に忙殺され、ボランティアの
受け入れ態勢が整わずボランティアセンターの立ち
上げ等が遅れざるを得なかったケースも見られまし
た。

②自法人の持つネットワークを通じて

　支援要請を行いましょう

支援要請を行う場合、自法人が加入している事業

者団体や専門職団体、日ごろから関係のある介護事
業者等に支援要請を行うことが有効であると考えら
れます。

事業者団体や専門職団体は、東日本大震災をはじ
め、過去の大規模災害でも被災地支援で活躍した実
績があり、被災地支援のノウハウの蓄積を有してい
ます。単発的な支援ではなく、会員である事業者（法
人）が連携して組織的に対応することで継続的な支
援を行うことも可能です。

③自法人の支援ニーズを明確に伝えましょう

外部に支援を要請する場合、単に人や物資を要請
するだけでは、実際に来た支援人材・支援物資と自
法人のミスマッチが生じることも考えられます。そ
のため、支援を要請する際には、どのような人材に
どのような支援をしてほしいのか、どのような物資
が必要なのかを明確に示すことが重要です。

また、自法人以外にも、周辺で同じように支援を
欲している事業所がある場合には、支援人材や物資
のニーズを集約したうえで支援要請することも必要
と考えられます。

対応策



3.11あのとき、そしてその後……

ているときから知っている方も多い

ので、地震前と後のADLの比較が

できます。避難生活を始めて、いま

まで健康で活発に仕事をしていた方

が無気力になったり、認知症が進ん

でしまった方が多い。介護職として

接していて、気をつけているのは、

津波や地震のことをあまり話さない

ようにという点です。開設から1年

経った8月現在（2012年）、笑顔が

もどり、よく喋るようになって、食

事も摂れる方が増えてきました。こ

こにデイサービスがあることで、ケ

ア棟の方同士がお話しする機会がで

き、お互いの家を行き来するように

なっています。せっかく1日来てい

ただくのだから、笑って楽しく過ご

していただければと思っています。

いま、利用者さんたちの不安は、

今後のことです。仮設から復興住宅

に移行するときに、自分がどうなる

か見えない方も多い。せっかく仮設

で仲良くなったから離れたくないと

いう方もいらっしゃいます。同じ境

遇の者同士が肩寄せあって暮らして

いきたいと。皆さんがなるべく望む

ようなところに移れるといいな、と

思っています。

津波を見てしまった子どもが
不安定に

地震が起きたのは、ちょうど私

が、サービスを終えて利用者さん宅

を後にした5分後のこと。主人から

すぐに携帯に電話が入ったので無事

がわかり、子どもたちを保育園に迎

えにいってもらいました。会社とは

電話がまったく通じない状態だった

ので、まずは大
おお

槌
づち

地区にある、これ

から行く予定の利用者さんとその近

辺に住んでいらっしゃる別の利用者

さん宅まで安否確認に向かいまし

た。２軒のお宅に伺った後、そこか

ら自宅が遠くなかったので、車でも

どろうとしたら津波警報が発令さ

れ、それ以上動けず、やむを得ず車

のなかで一夜を明かしました。道路

はあっちこっちで通れない。主人と

はその後、音信不通。子どもたちの

保育園は海抜の低いところにあった

ので、津波が来ていないか心配でし

た。ニュース等は携帯のワンセグで

確認していましたが、地元のきめ細

やかな情報は一向に流れてきませ

ん。ましてや街が全面的に流されて

しまった大槌地区の情報はまったく

わかりません。

夜明けとともに、自宅めざして

歩き始めましたが、自宅があったは

ずの場所にはすでに何もない状態。

その後地区の避難所で親戚とは会え

ましたが、主人と子どもはそこには

いませんでした。大槌の高台にあっ

た会社に避難していた主人と子ども

2人に会えたのは、地震発生3日後

のことでした。家族と再会してから

避難所で生活していたとき、子ども

が夜になると痙
けい

攣
れん

を起こしたので、

1週間くらいして盛岡の実家に行き

ました。子どもは主人と車で逃げる

ときに、後部座席に乗っていて波が

後ろから押し寄せてくる恐怖を体験

したんですね。その後、すぐに主人

が会社から呼びもどされ、再び釜石

に。余震のたびにいまだに子どもは

おびえています。

デイでは1日笑って楽しく
過ごしていただきたい

私が介護の仕事を再開したのは、

2011年7月からです。

最初の1 ヵ月は訪問の仕事をして

いましたが、平
へい

田
た

地区のサポートセ

ンターが8月に開設されると聞き、

そこで新しく開始されるデイサービ

ス勤務を希望して移ってきました。

高校を卒業してから特別養護老人

ホームに勤め、その後訪問介護。デ

イサービスだけはやったことがな

かったし、家族からも、今回のよう

な大規模な災害があったときに連絡

がつきにくいので、居場所のわかる

デイサービス勤務がいいと言われ

て。サポートセンター開設の8月か

らデイオープンの10月まで巡視、

10月からは本格的にデイのスタッ

フとなりました。

利用者さんは、私が訪問をやっ

自宅は流され、
家族とは3日間離れ離れに

株式会社ジャパンケアサービス
釜石市平田地区デイサービス勤務
介護福祉士

岩㟢　優 さん
特別養護老人ホーム・訪問介護の
仕事を経て現職のデイサービス勤
務。釜石市に住み、訪問介護の勤
務中に地震にあう。ご主人、5歳
と3歳の子どもと4人家族。自宅
が流され、アパートに暮らしなが
ら転居を検討中。
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介護の手が入って
落ち着いた避難所の夜

ようやく1週間目に医療チームが

入るようになって、2週間目には看

護協会や介護福祉士会も入りまし

た。介護の方たちが24時間体制で、

対応してくれたので、寝たきりの方

やおむつ交換、トイレの付き添いの

手ができ、みんな心が落ち着いてき

たのです。

看護協会が4月に撤退したので、

キャンナスがその後に入り、看護の

支援を継続してくれたので助かりま

した。それが縁で、私はキャンナス

で支援の仕事を手伝うようになった

のです。

いまはこの地で生まれ育ったこ

とを活かして、コーディネートをや

らせていただいています。牡鹿半島

にも健康相談の支援をキャンナスで

していて、皆さんの悩みを聞き、医

療や介護につなげます。

私自身、いまも仮設に暮らして

いますが、何かやっていないと気が

休まらない。だからこの仕事は私自

身の生きがいにもなっているんで

す。

渡波小学校の校庭は
海のようになった

　私の家は、父の代から渡波地区で

商売を営んできました。家は海から

150メートルくらいでしたので流さ

れてしまいました。地震が起きたと

きは、渡波小学校のすぐ近くに仕事

で来ていました。その後すぐに津波

情報が入り、母と兄を連れに一度家

にもどりました。隣の独居のおばあ

ちゃんと3人を車でピックアップし

て、渡波小学校に向かいました。

　そこに着いたらいとこの息子と嫁

に連絡がつかないというので、急い

で家まで行って連れ出し、学校近く

の交差点で振り返ったら、水がすぐ

目と鼻の先のところまで来ているの

を目撃しました。急いで走って逃げ

て、まだ校舎や体育館の外にいた人

に「津波がすぐそこに来てるから早

く逃げて！」と声をかけたときは、

すでに校庭に水が入ってきて、どん

どん増えていました。体育館の扉を

閉めるのが遅かったら、と思うと

ぞっとします。

　学校の体育館は2001年に建てら

れ、津波や原発災害を想定して、密

封性が高くつくられていました。お

かげで２メートルの高さの津波が来

ましたが、水が入らなかった。

医療が入ったのは1週間後

　兄は透析患者で、ちょうどその日

に石巻日赤病院で透析を受け、家に

もどった直後に地震にあっていま

す。次の透析予定は３日後でした

が、津波で道が分断されて日赤まで

の足がありません。やっと3日目に

近くに住んでいた女川町立病院の看

護師長さんと、石巻日赤病院の看護

師さんが来てくださったので、兄を

どうしたらいいか相談に行ったら、

手がまわらないので、透析が必要な

人がどのくらいいるか、2,000人い

る避難所から聞いてきてもらえない

かと、頼まれたんです。それがきっ

かけで、お手伝いをすることになり

ました。

　看護師さんにもやれることは限ら

れていて、傷の消毒とか、火傷も日

赤まで行く足がないので、ラップ療

法のような形で対応したり、破傷風

がこわい傷の場合だけ救急搬送して

いました。水も食べ物もほとんどな

い状態で、周辺の在宅の方の分も含

めるとすべてが不足していました。

薬がないといわれても薬局も流さ

れ、ドクターもいないのでどうしよ

うもありません。それを看護師さん

が一人一人に説明していると次の方

に順番がまわらないので、なぜ手に

入らないかを説明する役を私が行っ

ていました。

　足りなかったのは糖尿病や血圧の

薬。そして精神安定剤、睡眠薬など。

慢性疾患を抱えた方が多かったの

で、水も食料も少ない避難生活が続

くと、不安で体調をくずす方も多く

見られました。

渡
わ た の は

波小学校2,000人の
避難所に医療が来るまでの
長い時間

一般社団法人キャンナス東北
石巻事務所
コーディネーター長

山田葉子 さん
地元渡波地区で生まれ育った。地
震の以前は家業の商売を手伝って
いたが、被災。家も店もすべて流
された。避難先の渡波小学校で行
きがかり上2,000人の避難者たち
の相談役を務めたことが縁で、キャ
ンナスで支援を行うようになる。
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3.11あのとき、そしてその後……

カゴの鳥のナースからの
パラダイムチェンジ

私は、震災のときはオーストラリ

アにいたので、いちばん大変な時期

に何もできなかった自分に自責の念

がありました。

2011年5月に日本にもどって、

たまたまキャンナスのHPを見てボ

ランティアを申し込み、６月からま

ず気仙沼に入りました。気仙沼市総

合体育館（通称Kウエーブ）の避難

所で、地震発生当初2,000人くらい

いた方たちが600人くらいに減っ

てはいましたが、当時はまだ混沌の

なかでした。

引き継ぎして次の日には、あと

はよろしく！とすべて任されたの

で、自分でニーズを見つけて活動し

なければならないな、って身の引き

しまる思いでした。

待ってても何も起こらないので、

まずは皆さんのいらっしゃるスペー

スに行って、だれとでもいいからお

話ししようと思い、体育館のなかを

ぐるぐる回って歩きました。とはい

え、そこが生活スペースになってい

るわけですから、どこまで入り込ん

だらいいのか、正直迷いもありまし

た。顔を覚えてもらって困ったとき

に相談してもらえるようにと。日中、

避難所に残っている方は、高齢の人

や身体が不自由な方たちが多かった

ですね。

キャンナスとしてボランティア

に入るまで、私は病院勤務しか経験

のない、世間知らずのカゴの鳥の看

護師でした。病院だと看護師と患者

という関係があって、お互いの役割

認識のなかで接し方が成り立ってい

るのですが、避難所ではまったくそ

ういうことは通用しない。

「看護師さんは、何か指導っぽい

から嫌いなんだよ」って言われたり

したこともあって、変に看護師っぽ

くしていないほうが、みんな話して

くれるかもしれないと思ったので

す。

最初は病気のことや、「お身体い

かがですか？」って聞き方をしてい

ましたが、なかなか全体像が見えて

こない。そういうアプローチって浅

いし、踏み込めない。だから歩いて

回ることで、少しずつお話していた

だけるようになりました。

石巻では３ヵ所を支援
居ついてしまう

気仙沼に1週間いて、一度実家に

もどり休んでまた、キャンナスに申

し込みました。そして、活動の流れ、

タイミングのなかで看護師リーダー

という立場を引き継ぐかたちとなり

ました。

最初は石巻の事務所に寝泊まり

しながら湊
みなと

中学に入りました。あと

は中央公民館では泊まり込みで支援

する仕事。渡
わたのは

波小学校にも日中支援

に行きました。湊中学は最後まで水

も電気もなくて発電機を使っていた

いちばんたいへんな避難所だったと

思います。

同じ石巻でも避難所によってず

いぶん違いました。住民のリーダー

となる方と、私たち支援側がどうい

う関係を築いていくかによって、支

援のかたちが変わる。協働・連携し

やすいのはリーダーが、困っている

ことを整理整頓してまとめあげてく

ださる場合。私たちも押しつけの支

援はしたくないので、話し合える土

壌ができることがよい支援をめざす

うえでは、大事なことなのだと思い

ます。

2011年10月から牡鹿半島への

支援を委託され、現在に至るまでそ

こで支援を続けています。23ある

仮設の談話室で健康相談を行い、個

別に相談の必要な方には保健師と協

力してアプローチしています。

2013年2月にやっと、看護師１

人からの訪問看護の事業化が認めら

れたので、これからは地域で安心し

て暮らせる資源づくりにかかわって

いきたいと考えているところです。

一般社団法人キャンナス東北
看護師リーダー

佐々木あかね さん（写真左）
震災時はワーキングホリデーでオーストラリアに滞
在していたが、帰国。何か自分にできることはない
かと、震災2 ヵ月後より気仙沼や石巻にボランティ
アナースとして入る。現在も石巻に住み、仮設住宅
に移った人たちへの継続的支援に取り組んでいる。

介護に近い生活の視点から
アプローチしていきたい
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3.11あのとき、そしてその後……

ボランティア派遣は
ニーズの発掘が胆

き も

社会福祉法人いわき社会福祉協議会
ボランティアセンターリーダー

草野　淳 さん
震災直後より、いわき市災害救援
ボランティアセンターを立ち上
げ、日本各地から申し込まれるボ
ランティア受け入れに奔走した。
一度いわき市に来た人たちに、ま
た来てほしいという思いを込めて
説明会に工夫を凝らし、対応に誠
意をもってつとめている。時間の
経過とともに変化するニーズに合
わせたボラン ティアのマッチン
グ等に全力を注ぐ。

原発問題で遅れた
一般ボランティアの受け入れ

震災直後、３月16日にいわき市

と社協、民間のボランティアグルー

プ「災害ボランティアいわき」の三

者で協議し、いわき市災害救援ボラ

ンティアセンターを立ち上げまし

た。当初は、施設等で水が出なくなっ

たことから温泉入浴車の貸し出し、

そして介護ボランティアを募集して

福祉施設へ送り出しました。また、

社協の介護保険事業部門の職員は、

避難所のサポートに入りました。

それまで、いわき市市民協働課

とともにボランティアの受け入れを

行ってきましたが、４月４日には、

社協にボランティアセンターの機能

をすべて移し、そこで全国から来る

一般のボランティアの方の受け入れ

をスタートさせ、7,000件を超える

世帯に5万人以上を送り出して、被

災者支援、家屋内外等の片付けと清

掃活動をしていただきました。

８月８日からは、復興支援ボラ

ンティアセンターに名称と機能を変

え、災害復旧活動とともに被災者の

生活再建活動に取り組んできまし

た。当初生活支援相談員は８名、

2012年11月現在25名体制になり、

仮設住宅や民間アパート、自宅を再

建した方の個別訪問とともにさまざ

まなイベント活動を企画し活動して

います。

一般ボランティアの受け入れが

震災後約３週間と遅れてしまった原

因は、福島第一原子力発電所の事故

にありました。安全性などの情報が

つかめないなか、一般の方の受け入

れ時期の確定に憂慮しました。受け

入れ時期が決定したときは、すでに

各地区で区長さんや民生委員さんた

ちが、各地域に個別訪問をしていて

ニーズを拾ってきてくださっていた

ので、スムーズに支援先を決定する

ことができ、たいへんに助かりまし

た。

また、九州・関東を始めとする全

国の社協からのべ300人の応援が

あったので、その人たちの協力を仰

ぎながらボランティアセンター運営

に携わりました。

ニーズと支援の
バランスに苦労した

　ボランティア斡旋でいちばん苦労

したのは、ニーズの把握です。避難

所にいる方たちに、御用聞きのよう

なかたちでニーズを聞きに行くので

すが、どういう支援が必要なのかま

とめあげるのに腐心しました。当初

は、瓦礫の撤去や家屋の清掃が主な

ニーズでしたが、８月くらいになり、

避難所から仮設住宅へと移り始める

ころになると、次第に心の問題も多

く出てきて、傾聴ができるボラン

ティアのニーズが高まりました。

　ボランティアを支援してくださる

方のなかでは、津波のイメージが強

く、ガテン系の活動をしたい方は多

かったのですが、傾聴活動をしたい

人が少なく、その辺の調整がなかな

か大変でした。社協としても傾聴ボ

ランティアの養成講座を行っていま

すが、実際にボランティア活動とな

かなか結びつかず、家屋内外の片付

けや清掃を行いながら、傾聴もでき

る人を見つけるのに苦労しました。

時とともに変わる支援の形態

震災後時間が経過した 2012 年

11月現在、遠隔地に避難していた

方でいわきにもどってくる方のお宅

の清掃、家の解体日に合わせての片

付け作業、仮設住宅等からの引越し

の手伝い作業が多くなってきていま

す。

社協としては今後、市内におい

て被災者を受け入れている地域にも

目を向けて、新しい方たちが入って

きて揺らいでいるコミュニティーの

再生にも目を向けていきたいです。

サロンなどの交流スペースを設け、

ボランティアによるイベント等を企

画して、移住した方たちが新しい地

域にうまく馴染めるようなしくみづ

くりも考えています。支援の形態は

刻々と変わっていく必要がありま

す。そんななかでニーズをその都度、

模索しながら支援に結びつけていき

たいですね。
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

10
大規模災害を受けた被災地において、介護事業者が事業を
本格的に再建するうえで、問題となるのが、「職員の不足」「利
用者の減少」「資金調達」です。また、「事業の将来性への
不安」も顕在化しています。

本格的経営再建にあたり、
発生する課題は？

災害発生時には、自法人の事業所や職員、利用者
が被る直接的な被害に加え、自法人が事業を展開し
ている地域の被害が自法人の経営に大きな影響を及
ぼします。

被災地において本格的な経営再建をめざすうえ
で、具体的には以下のような問題が発生することが
想定されます。

①スタッフの離職等による人材不足

スタッフやその家族も被災する可能性があり、被
害の状況によっては地域外への避難を余儀なくされ
ます。東日本大震災では、沿岸部で津波被害を受け
た地域から内陸部に避難したスタッフがもどらず、
事業を再開したくても人手不足により再開が困難な
事例もありました。また、再開しても震災前の人員
体制にまで回復しない事例も見られます。

現状と課題
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■ 現在、在宅介護事業を行ううえでの課題（在宅介護事業者　N＝94　複数回答）
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災害対策マニュアル

まとめSUMMARY
○介護事業者が事業を本格的な経営再建をめざすうえでの課題は、「スタッフの離職等による職員の不足」「利

用者の減少」「事業資金の資金調達」に加え、こうした厳しい環境下で「事業の将来性への不安」がクロー

ズアップされています。

築が必要となる場合、既存の債務に加えて、新たな
債務を抱える、いわゆる二重ローン問題も発生して
きます。東日本大震災では、二重債務のため、金融
機関から新たな資金を調達することが困難な中小企
業等もでてきました。

金融機関から資金を調達するためには、融資の可
否を判断してもらうための「事業再生計画」を提示
する必要がありますが、介護報酬の請求事務が繁忙
であることなどから「事業再生計画」を立案する時
間が取れないケースも多々見受けられます。

④事業の将来性への不安

本調査のアンケート結果では、上記の課題に加え、
「事業の将来性への不安」が課題の上位に入ってい
ます。これは、利用者の減少や人材不足等、自法人
の経営に大きく影響を及ぼす問題が顕在化している
こと、また、事業を展開する地域におけるインフラ
復旧や地域の復興の遅れなどが背景にあると考えら
れます。

被災地では、被災後の応急・復旧期の激務からバー
ンアウトしてしまい、離職するスタッフの例も見ら
れます。

介護サービスでは、サービス提供の担い手となる
人材の確保が重要な経営課題となります。

②利用者の減少

被災地では、利用者が他地域へ避難してしまい、
復旧や復興が進んでも元の場所にはもどってこない
ケースもあります。また、災害後のADL悪化により、
施設への移行や入院を余儀なくされ、利用者数が減
少することも考えられます。

介護サービスでは、利用者の減少が法人の収益に
大きな影響を及ぼすこととなります。

③事業資金の確保

地域が復興するにつれ、ようやく本格的な経営再
建に進む段階となります。その際に、事業所建物の
修繕や運転資金の確保など、資金面での問題が発生
するでしょう。事業所が被災し、施設の改修や再建
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■ 事業を実施する際の課題に対して、行政に期待する支援（Ｎ＝91　複数回答）
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

まずは介護の魅力を伝えることが重要です。また、既存スタッ
フに対しては、メンタルケアの実施等によるモチベーション
向上への配慮も必要です。

スタッフの確保・離職を防ぐために
何が必要か？11

東日本大震災の沿岸被災地では内陸部に避難した
スタッフがもどらず、その結果、経営再建を実施し
たくても人手不足により、再建が困難な事例があり
ました。また、再建したとしても、震災前のサービ
ス水準までには至らない事業者もあるようです。

アンケート調査でも、事業を行ううえでの現在の
課題として、「ケアスタッフの不足」が最も多く、
人材不足が経営課題になっていることがわかります。

地域の被害が甚大な場合、企業や事業所も事業停

止を余儀なくされ、その後、事業再開の際に、人員
が不足することが考えられます。また、道路や建物
等の建築特需が発生するため、建設業を中心にその
地域の労働市場は人手不足になりがちです。

東日本大震災のケースでみると、被災３県（岩手、
宮城、福島）の労働市場は震災前に比べ、需給が逼
迫している状況です。有効求人倍率（新規学卒を除
き、パートを含む）の動きをみると、東日本大震災
が生じた直後から３県とも上昇基調にあります。宮

現状と課題

東日本大震災発生
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■ 被災３県の有効求人倍率の動き

★厚生労働省「一般職業紹介状況」より
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災害対策マニュアル

まとめSUMMARY
○介護人材の流出によって、雇用ニーズは増加している現状があります。人材確保が困難を極めるなか、介護

の仕事の魅力を地道に伝えていくことが大事です。

○震災後は、発生直後の激務の反動でバーンアウトの状況になる人が増えています。スタッフのモチベーショ

ンが下がらないように、メンタルケアやストレス解消ができるよう配慮が必要です。

対的に人材確保が難しくなると考えられます。
実際に、介護事業者のヒアリングでは、震災直後

は、職を失った人が求人に応募する動きがみられま
したが、復旧が進むに連れて、建設業等の他の業種
を希望する人が多くなり、医療・介護の人材確保が
難しくなったという声も聞かれました。

城では2012年4月に、福島では6月に有効求人倍
率が１倍を超え、求人が求職を上回りました。岩手
では2012年の夏以降、低下に転じていますが、そ
れでも震災前に比べると依然として高水準を維持し
ています。

復旧・復興期の被災地では人手不足が発生し、人
材の取り合いになるため、介護業界でも災害後は相

①「ひと安心」のあと、スタッフのモチベーション

が低下することがあります

大規模災害が発生した直後、多くの介護事業所の
スタッフは、安否確認や利用者へのケア状況の対応
に追われます。また、水道等のライフラインが復旧
するのに時間を要する場合、食料や水の確保といっ
た業務も発生する可能性があり、平常時とは異なる
対応を強いられることになります。東日本大震災の
際には、何日も帰宅できず、事業所に泊り込みが続
いたスタッフも大勢いたと考えられます。そうした
激務が何日も続くと、ストレスからスタッフのモチ
ベーションが下がることもあります。

また、ライフラインが復旧し食料等の物資の供給
が回復、避難所が閉鎖されるのに伴い、介護サービ
スも非常時から通常業務にもどります。スタッフの
緊張感が和らいでいくと、それにつれて仕事に対す
るモチベーションも低下することがあります。こう
した状況が一時期であれば問題はありませんが、長
期間続く場合は、うつ病の発生や離職にもつながり
かねません。実際、この度の震災を通じて、介護の

仕事によりいっそうやりがいを見出すスタッフもい
た一方で、激務が続き、疲労がたまってモチベーショ
ンが低下したスタッフも存在した模様です。 

②メンタルケア実施等によりスタッフのモチベー

ションアップを図ることも必要です

介護事業でスタッフの存在は特に重視すべき項目
です。それゆえ、スタッフの確保や離職防止は非常
に重要な課題です。

スタッフの確保についていえば、全国レベルにお
いても非常に難しい状況にあります。スタッフの離
職防止については、激務が続くと疲弊して、モチベー
ションが低下することが考えられます。それゆえに、
メンタルケアに力を入れることにより、スタッフの
モチベーションを向上させることや、ストレス解消
を行うことが、離職あるいは休職防止の一つの策と
いえるでしょう。

また、中長期的には、介護の仕事のやりがいや魅
力を学生等にＰＲすることも必要になると考えられ
ます。

対応策
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

請求手続き等について特例措置が取られることがあるので、
通達等の情報を確認して対応することが必要です。そして、
被災による混乱のなかでも可能な限り記録を残しましょう。

もありました。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では2011年

4月5日付の事務連絡「東日本大震災に関する介護
報酬等の請求等の取扱いについて」により、被災地
におけるサービスの申請方法を通達しました。

この事務連絡により、被害が甚大で通常の申請を
行うことが困難な事業所については、特例措置とし
て、概算による請求を行うことが可能である旨が示
されました。概算請求の算出は、2010年11月～
2011年1月の介護報酬等支払額をベースとした過
去のサービス報酬の実績で行なわれることとなりま

ご存知のとおり、介護報酬は国保連に対して毎月
請求申請する必要があります。

しかし、大規模災害が発生した場合、事業所が被
害を受けたことで介護サービスの提供記録等が紛失
する可能性もあります。

東日本大震災では、事業所が津波による被害を受
け、サービス記録が滅失した事業者も見られました。
また、災害発生後に利用者へのサービスを提供した
としても、例えば、停電の影響でパソコンが利用で
きず、サービス量等を記録できないケースも見られ、
平常時と同様の請求申請手続きが困難だった事業者

応急期・復旧期の混乱のなかで提供した
サービス報酬はどのように払われるのか？12
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■ 岩手・宮城・福島３県の介護費の推移

★国民健康保険中央会「認定者・受給者の介護給付費の状況」より
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災害対策マニュアル

まとめSUMMARY

した。
また、厚生労働省は、介護報酬の請求事務のみな

らず、その他の項目についても特例措置を取りまし
た。例えば、避難所等において生活している高齢者
等に対するサービスに関しても、介護報酬の算定に

含めてもよいという点や、震災により、事業者の利
用定員が超過し、一時的に人員基準を満たさない場
合でも減額を行わないことを可能とする点などで
す。

○特例措置等に関する、国の通達等の情報を的確に入手し、通達に沿った手続き等の対応を行います。

○介護報酬のデータ等については事業所の被災も考慮に入れて、慎重に保管する必要があり、バックアップを

確保するなどの対応が求められます。

①通達等の情報を的確に入手しましょう

東日本大震災のケースのように、災害の状況に
よって特例措置が取られることも想定されます。国
の通達等の情報を的確に入手し、通達に沿った手続
き等の対応を行うことが必要です。

②記録の保管方法を工夫しましょう

被災によって過去の実績分データがなくなってし

まった事業所にとって、介護報酬の算出は非常に難
しいものでした。このような事態を避けるために、
介護報酬のデータ等については慎重に保管する必要
があると考えられます。今回の東日本大震災では、
津波等により事業所が流されてしまい、すべての情
報が滅失するケースもありましたので、サービス提
供データについては、バックアップを確保するなど
の対応が求められます。

対応策

★厚生労働省資料より

■ 東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取り扱いについて（2011年3月サービス提供分）

（１）被災前（2011年3月11日以前）にサービス提供を行なった場合の概算請求

項　　目 内　　容

概算請求が可能な対象
今回（東日本大震災）の地震によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サー
ビス事業所

概算請求の算出方法 （2010年11月～ 2011年1月介護報酬等支払額／ 92）×11

（２）被災後（2011年3月12日以降）にサービス提供を行った場合の概算請求

項　　目 内　　容

概算請求が可能な対象
災害救助法適用地域（東京都の区域を除く）に所在する介護サービス事業所等であっ
て、当該事業所等の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行う事が困難な事業所

概算請求の算出方法
（3月12日～ 3月末分）

（2010年11月～ 2011年1月介護報酬等支払額／ 92）×20×（1+0.022）
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

生活環境の変化により身体的な健康が損なわれたり、コミュ
ニティの崩壊等に伴う心理的ストレスによる問題も生じる可能
性があります。

仮設住宅で発生する問題は？
13

自宅が被災した住民は、避難所から応急仮設住宅
に避難生活の場を移すことになりますが、仮設住宅
はバリアフリー等の対応が十分でないものも多く、
新しい暮らしに慣れるためにかかるストレスや、避
難所生活の長期化からくる疲労、そしてこれからの
生活に対する不安などが積み重なり、避難者の心身
の健康が損なわれることも懸念されます。また、避
難所で培われたコミュニティから、知り合いがいな
い仮設住宅に移ると、さまざまな問題が発生してき
ます。以下、仮設住宅において発生する主な問題に
ついて記載していきます。

①仮設住宅の設備や立地の問題により

　身体的な健康が損なわれることがあります

標準的な仮設住宅では、例えば、玄関に段差があ
る、風呂やトイレに手すりがないなど、設備面でバ
リアフリーへの対応が十分でなく、高齢者の住まい
としての対応が必ずしも十分でないケースがみられ
ます。

また、地域によっては、商店や病院、福祉施設か
ら離れている仮設住宅もあり、その際には、買い物
や通院が不便になることから、外出する機会が減少
する傾向が強まります。

こうした生活環境の変化により、仮設住宅で生活

する高齢者のＡＤＬ（Activities of Daily Living、日
常生活動作）の低下などが発生することが考えられ
ます。

さらに、これまで介護が必要でなかった高齢者が、
慣れない生活環境の変化によって、要介護度が悪化
するケースもあります。東日本大震災の被災地では
震災後の要介護認定率が震災前と比較して上昇した
という声も聞かれました。加えて、アンケート調査
においても、在宅介護事業者のうち、１割の事業所
が利用者の重度化が進んでいると回答しているほ
か、利用者の施設への移行や入院と回答した事業所
もみられます。

②コミュニティの崩壊等に伴う

　心理的ストレスが原因で起こる問題も深刻です

また、利用者にとって、仮設住宅の暮らしは、身
体面のみならず、精神面でも負担が大きくなります。
いざ仮設住宅に入居となると、これまで親しかった
近隣者や知り合いと遠く離れることもあり得るた
め、買い物や通院以外はほとんど家の中で過ごす人
が多くなる可能性があります。特に、周囲との交流
を持とうとしない利用者、あるいは、そうしたくて
もできない利用者は、なかにはひきこもるケースが
多く、その結果、仮設住宅内での孤立死などの問題

現状と課題
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災害対策マニュアル

まとめSUMMARY
○住宅内での生活や外出等の制約など、生活環境の変化に伴いADLの低下が考えられます。

○避難所から仮設住宅へ移ることで、従来のコミュニティから切り離されたという感情が芽生え、心理的スト

レスに伴うさまざまな問題が生じるおそれがあります。

人や料理が困難な人にとっては、十分な食事を摂取
することが困難になる可能性が出てきます。

このように、さまざまな課題があるなか、仮設住
宅で生活する高齢者に対しては、ソフト面での支援
も重要でしょう。利用者の孤立を解消するために声
かけを頻繁に行ったり、イベント等に参加してもら
うことなどの配慮が必要です。

また、健康面においては、利用者の状況をよく把
握したうえで、身体機能のアセスメントを実施し、
福祉的なサポートだけで対応できない場合は、医療
機関への連絡を取ることも必要です。

につながるおそれがあります。また、被災前には独
り暮らしだった利用者が、被災後に家族と一緒に住
むことにより、慣れない生活で家族のストレスが高
まり、虐待が生じることも問題となっています。

③経済面や生活環境面も課題です

仮設住宅の生活では、水道光熱費等の発生といっ
た経済的な面でも負担が生じます。避難所で実施さ
れていた食料等の物資配給も、仮設住宅では行われ
なくなることから、入居者自らが対応することが必
要となります。高齢者などで自ら買い物に行けない
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■ 震災前と震災後での利用者の状況の変化（在宅介護事業者　N=93　複数回答）



仮設住宅におけるサポートセンターの事例

平
へ い

田
た

地区サポートセンター
［岩手県釜石市］

釜石市平田総合公園仮設住宅
は、東京大学高齢社会総合研究機
構の提案により、高齢者の孤立防
止や地域との交流に配慮した「コ
ミュニティケア型」仮設住宅とし
て建設された応急仮設住宅です。

その特徴は、ケアが必要な人た
ちのための住戸ゾーン（ケアゾー
ン）を設定し、ウッドデッキで住
戸とサポートセンターや商店街等
をつなぎバリアフリー化している

が行っており、総合相談支援として、介護保険の申
請方法、健康相談、高齢者等の見守りに関する相談、
仮設住宅の環境に関する相談等幅広く相談に応じる
ほか、仮設住宅入居者に対して、以下のような支援
を行っています。

支援の種類
・総合相談 … 生活相談・介護相談など
・生活支援 … 買い物・配食サービス
・地域交流事業 … イベント開催・情報発信
・訪問介護
・デイサービス
・介護予防 … 体操教室
・仮設住宅巡視
・コミュニティサロンの開催　等

平田地区サポートセンターの概要
◦開設場所：釜石市平田総合公園仮設住宅内
◦開 設 日：2011年8月10日
◦施設概要：延床面積317㎡

（構成）集会室（133.17㎡）事務室（9.82㎡）、
生活相談コーナー（5.39㎡）、診療所（24.67
㎡）、厨房（18.75㎡）、多目的ルーム（19.77
㎡）、浴室（一般、介助用）、便所（男女別、
多目的および子ども用）、会議室

◦人員体制：生活支援員14名（介護福祉士等11名、看
護師3名）

こと、入居者同士が顔を合わせる機会をつくるため、
居室を玄関向かい合わせに配置していること、診療
所を併設したサポートセンターや商店街も配置し、
生活に必要な機能を備えた「まち」として整備して
いること、商業者、医療・福祉事業者、住民自治会、
行政等からなるまちづくり協議会を設置し、弱者の
見守りや居住者の共助活動を持続的に展開している
ことなどが挙げられます。

釜石市では、この仮設住宅のなかに、仮設住宅入
居者の孤立や要介護度の悪化を防止するとともに、
高齢者が気軽に訪れることのできる居場所づくりを
目的とし、「平田地区サポートセンター」を開設し
ています。サポートセンターは、仮設住宅の中心部
に、総合相談、介護保険事業（訪問介護・デイサー
ビス）、地域交流、診療等の機能を有する、総合的
なサービス拠点として整備されており、安心つなが
るコールというケアコールシステムを活用して24
時間体制での見守りを支援しています。

サポートセンターの運営は、釜石市から委託を受
けた民間事業者（株式会社ジャパンケアサービス）
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株式会社ジャパンケアサービス
釜石市平田地区サポートセンター
センター長・看護師・介護支援専門員

上野孝子 さん
自身も釜石市出身で、被災している。ケアの視点を
しっかり持った看護師として長年介護にかかわり、
ケアマネの資格も取得。やわらかい物腰とあたたか
な人柄で住民たちの心を開いてきた。自らのネット
ワークを活かして、多くの職種、団体を巻き込んで
サポートセンター運営に携わっている。

サポートセンター運営に
なくてはならない住民の力

住民の力を借りたセンターづくり

仮設に住む皆さんが何をしたい

のかを聞いて、それを実現するため

に私たちにできることを、いつも考

えます。サポートセンターができる

こと、ボランティアさんができるこ

と、住民の方たちができること。そ

れを少しずつ企画のかたちにして、

手分けしてみる。私たちだけでやる

んじゃなくて、住民の方たちの手を

借りてやるっていうことがいちばん

大事で、そこで意見を吸い上げてい

くプロセスを大切にしたいです。

そもそも、皆さんが「ああするべ、

こうするべ」っていうところから始

まった気がします。例えばそれぞれ

の通りで「テーブルを置きたいね」

とか「椅子置きたいね」とか。「いや、

何にもいらない」なんて通りもある。

テーブルも１つじゃ足りなくて２つ

置きたいとか。そういう準備から皆

さんと力を合わせてやってきまし

た。

開設当初は、私たちサポートセ

ンターのスタッフが、毎日皆さんに

声をかけて回りました。「お変わり

ないですか？」から始まって、話す

相手ができてくるとひきこもりがち

だった方もちょっとずつ外に出始め

る。そんなときはご近所同士がなる

べく顔合わせができるようにおうち

のなかじゃなくって、外で立ち話を

するようにしていました。そうする

と結構みんな集まってくる。椅子が

置かれるとそこに座る人が出てき

て、「じゃ、私たちも座ろ！」みた

いなムードができてきました。セン

ターにはいつでも自由に来ていただ

いて、ここに来るのはちょっと抵抗

があるっていう方には、談話室も用

意しています。それと当初は支援物

資が配られることが多かったので、

それもセンターに来ていただくきっ

かけとなっていました。あとは、回

覧板。これを回すことで、人と人と

のかかわりをつくり、安否確認とし

ても役立ちました。

現役バリバリのお年寄りが
再び元気を取りもどす

現在高齢化率は約30％。ここに

いらっしゃるのは比較的お元気なお

年寄りです。もともと皆さん70歳代、

80歳代といった高齢の方でも漁業

でバリバリ現役で働いていらした。

それが津波で仕事ができなくなっ

て、当初お会いしたときは、下肢筋

肉の衰えが見られました。これは早

めに改善しなくてはと思い、まずは

身体を動かしていただく活動を重点

的に考えました。逆にもともと独居

でひきこもりがちだった方がここに

来て、元気になったというケースも

ありますが…。

私たちがいちばん気をつかって

いるのは、ご家族を亡くされた方も

多いので、こちらから震災の話はな

るべくしないということです。ただ、

たまに話がしたい方もいるので、そ

の辺の見極めをして、その方に合わ

せた会話を心がけます。そこを間違

うと信頼関係にひびが入りかねませ

んから、スタッフやボランティアな

ど住民にかかわる人には情報を共有

するようにしています。心理の先生

とか訪問看護師の方にも全部伝えて

います。

まちづくり協議会で自治会を設

立したことも大きく、皆さんの意見

を吸い上げるのに機能し始めていま

す。この平田地区は、さわやか財団

や東大の高齢社会総合研究機構の

チームを始め、自治会、サポートセ

ンター含め、みんなで連携して情報

を共有しているところが特徴的で

す。行政の方々もかかわってくださ

る。なるべく多くの方たちを巻き込

んでやっていければいいですね。

当初は知らなかったご近所同士

が寄り合って、コミュニティみたい

なかたちができつつある。これもこ

ういった多くの人たちと住民との連

携のおかげと思っています。
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Q
被災
対応 事前対策 

−

 応急期 

−

 復旧・復興期

東日本大震災から2年が経過し、復興住宅（災害
公営住宅）の建設が進められており、地域によって
は、入居者を募集しているケースも見られます。

復興住宅とは、災害により住宅を滅失し、自分の
力での住宅再建が難しい人のための公的な賃貸住宅
をいいます。一般の公営住宅と比較すると、所得に
よる入居制限が緩和されており、低所得者に対して
は数年間の家賃の低減が図られます。家賃について
は、住居タイプや地価、収入にも応じて決定されま
す。
「復興の現状と取組（2013年1月10日）」（復興庁）

によると、2012年12月25日現在、7県（岩手、宮
城、福島、茨城、栃木、千葉、長野）で48,310戸
の仮設住宅に112,330人が入居しています。一方、
復興住宅 ( 災害公営住宅 ) の整備状況をみると、
2012年11月末時点で各県が公表している復興住宅
の必要戸数は約21,000戸、うち整備に着手した戸
数は5,651戸※となっており、残りの戸数について
も、順次整備が進められていくものと考えられます。

※福島県分は全体計画未定のため必要戸数、整備着手戸数
のいずれも含まれていない。

ようやく仮設住宅から復興住宅に移行する段階に
入り、介護保険の利用者も復興住宅へ入居する動き
が強まることが予想されますが、この時期において
も、高齢者を取り巻く生活環境が大きく変化するこ
とに伴い、さまざまな問題が生じると考えられます。

特に、仮設住宅で形成されたコミュニティが、復
興住宅に移行する段階で再度リセットされることに
より、以下のような影響が懸念されます。

①生活環境の変化に伴う

　高齢者の孤立化が問題となります

仮設住宅から復興住宅へ移行する場合、仮設住宅
で親密になった人たちと離れてしまう可能性があ
り、コミュニティの分断に伴う孤立化の進展が問題
となります。特に移動が困難な利用者などは、仮設
住宅に住んでいた際は元気でも、復興住宅に移行し
た後に孤立化することが懸念されます。

実際、1995年に発生した阪神・淡路大震災では、
仮設住宅から復興住宅への移行において、従来の地
域コミュニティを考慮せずに、高齢者や障害者を入
居させることを優先したため、復興住宅における高
齢者の孤立化が問題となりました。

応急的に被災者の一時的な居住の安定を図る仮設
住宅と異なり、復興住宅は、入居者個人の生活、さ
らには地域の本格的な復興に向けた基盤となるもの
です。復興住宅に入居する高齢者が孤立化すること
で身心の健全性を損なうことがないように、身体面
だけでなく、精神的、社会的な健康にも配慮した継
続的なサポートが求められます。

　

コミュニティの分断により、利用者の孤立化が進むことや外出
が減ることによる、ＡＤＬの低下が問題です。

仮設住宅から復興住宅への移行期に
生じる問題は？14
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災害対策マニュアル

○仮設住宅から復興住宅への移行に伴い、仮設住宅で形成されたコミュニティが再度リセットされることによ

り、高齢者の孤立化が発生する可能性があります。

○生活環境の変化により、高齢者が外出を控える可能性が高くなり、ＡＤＬの低下や要介護度の重度化につな

がることが懸念されます。

まとめSUMMARY

②生活環境の変化に伴い

　身体的な健康が損なわれることがあります

仮設住宅から復興住宅への移行に伴い、高齢者を
取り巻く生活環境は大きく変化することが予想され
ます。こうした生活環境の変化により、高齢者が外
出を控える可能性が高くなり、ＡＤＬの低下や要介
護度の重度化につながることが懸念されます。さら
に、これまで介護が必要なかった高齢者が慣れない
生活環境のなかで体調をくずし、要介護度が悪化す
ることも考えられます。

過去の大規模災害でも、復興住宅における高齢者
の健康状態の悪化は課題として指摘されています。

例えば、阪神・淡路大震災の被災地である兵庫県

では、災害復興公営住宅に入居する高齢者の課題と
して、認知症やＡＤＬの低下等による自立生活が困
難な高齢者の増加、そして、同一の高齢者が複合的
な課題(経済的困窮、肉親との断絶、依存症、精神
疾患等)を抱えている例が多いことなどが指摘され
ています※。

東日本大震災の被災地では、今後、復興住宅への
移行が進んでいくことが見込まれますが、過去の大
規模災害におけるこうした課題を踏まえた対策が必
要となります。

※兵庫県「阪神・淡路大震災　今後の復興施策の推進方針」
より（2011年）
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■ 岩手・宮城・福島３県の要介護認定者数の推移

★国民健康保険中央会「認定者・受給者の状況」より



3.11あのとき、そしてその後……

医療法人社団東北福祉会　せんだんの丘

ケアチーム 
宮城県仙台市にある介護老人保健施設。定員100床、
延床面積6,800平方メートルと民間の医療法人の
老健の建物としては日本一の規模である。「人が辞
めない職場をつくることが、介護の質を上げる」と
いう考えで運営。職員の配置率・定着率も日本一高
い。「自立支援」「在宅復帰」に注力し、職員は原則
施設内勤務を経てから在宅の現場に出ている。

言葉の壁を
ボランティアの存在で埋める

震災直後、全国老人保健施設協

会が老人保健健康増進等事業で受託

した巡回型通所リハビリテーション

事業（通称：モバイルデイケア）を

宮城・岩手・福島3県で受け、その

なかの宮城県をせんだんの丘で受け

実施しました。これは2011年の9

月から12月までの期間に16回仮設

住宅で行うもので、北上地区にまず

最初に入りました。なぜこの地区を

選んだかというと、同じ石巻市でも

旧市街地で広域に支援が入った場所

と、まったく取り残された場所があ

り、北上は後者であったためです。

石巻市の仮設住宅のなかでも市街地

からいちばん遠いロケーションのと

ころでした。

北上地区は、津波でほとんどが流

され、亡くなられた方も多かった。

沿岸部で家が流された方が高台の仮

設に移っていらしたという状況のな

か、巡回型のデイケアを行いました。

当初は、集会所は一度も使われてい

ない状態。地元にボランティア団体

はなく、周辺地域のNPOの団体に

ボランティアとして参加をお願い

し、一緒に回ってもらいました。い

ちばんの懸念は、言葉が違うのでい

きなり我々が仮設におじゃまして

も、若い兄ちゃんたちが来たけど

何？ みたいに受け入れてもらえな

いのではないか、ということでした

から。ボランティアの人たちが間に

入ってくれるだけで、緩衝材になっ

て１つも２つもハードルが下がった

感じがします。

ケアの内容は、仮設の集会所に

集まってもらい、そこに私たちが出

向いて行って、運動や体操をやると

いうものです。リハビリ職・看護職・

介護職・ソーシャルワーカーが4人

1組で回ります。

当初、仮設の方たちはやること

がないと訴えていました。以前は漁

をしたり畑仕事が日課だったのにす

べてを失って、やるべきことが見つ

からない状態でひきこもりっぽく

なっている方が多くいらっしゃいま

した。

北上は細かい湾になっていて、

湾ごとに集落があり、お互いまった

く交流がないんです。湾が隣り合っ

ていてここに同時に避難してきても

つながらない。だけど行政の区分と

して一緒なので同じ場所にいる。そ

んな感じです。だからみんなで一緒

に何かをするっていうような空気で

もありません。でも、ボランティア

の人たちのおかげで交流が生まれ、

16回を終わるころにはだいぶ和や

かになりました。それで地元の運動

サークルに活動を委譲して事業を終

了しました。

多職種連携の
ケアチームが本領発揮

その後も、この地域の継続支援を

したいので宮城県から健康支援事業

を受託して、いまでも継続して支援

を続けています。私たちはケアチー

ムですから、リハビリだけでなく生

活面もチェックできる利点がありま

す。ですから健康支援では、リハビ

リテーション相談会で運動指導の集

団支援、個別訪問で地域・仮設に出

向くという２つの軸を考えています。

今回の私たちの支援の大きな目

的は、これらを地域の方たちの自主

的な活動に置き換えていくという点

です。一昨年は北上地区でうまく活

動できたので、昨年からはものお地

区でも、同じ目的で支援をスタート

させています。ここも支援が手薄な

地域ですが、北上とはまた住民性が

違います。その地域に合わせながら、

ここでも継続支援も視野に入れて進

めています。

そのなかで感じたのは、月日が

経つと支援のニーズも変化する。今

後は経済不安とか、住宅問題とか人

それぞれに状況が変わってくるの

で、個別的に支援していく必要があ

るでしょう。メンタル面でのケアも

どんどん必要になってくるでしょう

し、そういう意味でも多職種が連携

したこのケアチームが本領を発揮す

ることと思います。

仮設住宅や
在宅生活者への
シームレスな支援
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Q
災害対策マニュアル支援時支援

実施

②先方が求めるかかわり方、支援ニーズを

　理解したうえで行いましょう

被災地では、状況が刻々と変化し、それにより必
要となる支援の内容やかかわり方が大きく変化しま
す。発生直後は応急期としてすべての被災者を対象
に安否確認、救援・救護活動、要援護者の避難生活
支援、瓦礫の撤去などあらゆる作業が必要となりま
す。この時期に介護の専門職であるという理由で業
務を選んでいては、被災地の足手まといになりかね
ません。そのため、応急期に支援を行う際は、どの
ような業務であっても可能な限り柔軟に対応するこ
とが求められます。一方、復旧・復興期には、被災地
での介護機能の復旧が進んできます。この時期には、
介護の専門職としての経験を活かし、被災地の介護
サービスの維持・発展への支援が求められます。単
に介護の人手としての役割を果たすことのみならず、
被災地における介護体制の構築のために、被災地に
適した新規事業の提案や実践なども求められます。

①被災地の負担を最優先で考慮しましょう

災害発生時、被災地の行政機関は、救急救命等を
優先し、介護まで手が回らない可能性があります。
また、被災地の介護事業者も既存利用者のケアが手
いっぱいで、新規に発生した要援護者などの支援ま
では手が届かないことでしょう。さらに、介護に関
する行政の職員や介護事業者のケアスタッフも被害
を受けていることが予想されるため、多くの分野で
人的資源不足に陥っています。

そのような状況下で、被災地に支援受け入れのた
めの事務的な負担を求めることは、他の優先的業務
を妨げてしまう可能性があり、絶対に行ってはいけ
ません。特に、連絡、調整をせずに被災地に赴くこ
とや、被災地の事業者や自治体に支援先との調整を
依頼することは、被災地の負担を大きくしてしまう
ため、控えなければなりません。

対応策

まとめSUMMARY
○災害発生時に支援を行う際は、被災地に負担をかけないことを最優先に考慮し、活動を行う必要があります。

○被災地のニーズは刻々と変化します。効果的な支援を行うためには、そのニーズの変化を捉え、それにあっ

たかかわり方や支援内容を選定する必要があります。

被災地の負担を最優先に考慮することが重要です。さらに、
支援先の復旧に伴うニーズの変化を受け止め、「求められる
役割を果たす」という心構えを持ち、支援活動を行いましょう。

被災地への支援を行う際に、
どのような心構えが必要か？15
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Q
支援
実施

対応策

支援時

まとめSUMMARY
○被災事業者であっても、付き合いがない相手からの支援には、不安を感じることがあります。そのため、支

援を行う場合は既存のネットワークのなかから対象先を選定することが重要です。

○被災地のニーズを単独事業者のネットワークで把握することは非常に難しいと考えられます。そのため、事

業者団体、専門職団体、行政機関等を活用しながら、被災地の情報を入手することが有用です。

②事業者団体、専門職団体、行政機関等から

　被災地の情報を入手しましょう

被災地では、近隣の事業者からの支援が期待でき
ない可能性があり、そのような場合、被害のない遠
方の事業者からの支援が必要となります。しかし、
介護事業者の日々の活動のなかで、独力で遠方の事
業者と知り合いとなり、協力関係を構築するのは難
しいことです。そのため、日ごろから付き合いのあ
る、事業者団体や専門職団体、地元行政機関等を活
用し、被災地の支援ニーズの情報を得ることも必要
です。

例えば、民介協では、被災地への支援経験を有し
ていた民間介護事業者が被災地の事業者と連絡を取
り合い、被災地の事業者がケアの現場で吸い上げた
ニーズを、事業者団体へつなぐ橋渡し役を担うこと
で、その後の事業者団体全体からの支援を可能にし
たケースもありました。

①既存のネットワークを活用し

　支援先を決定しましょう

大規模災害発生時に被災地に支援を行う場合、支
援先の選定は重要な問題です。東日本大震災では、
被災地への支援を希望しても、うまくマッチングが
できず実際の支援を行うことができなかった事例も
ありました。

このような事態を防ぐためには、被災地の介護事
業者や団体と連絡を密に取り、ニーズや支援先を選
定することが重要です。しかし、いざ災害が発生し
てから支援先を見つけることは非常に難しく、被災
した側も日ごろから信頼関係を構築している事業者
でなければ、支援の受け入れに抵抗感があります。
実際に、今回支援を行った事業者の多くは、震災前
から関係のある先への支援を実施していました。そ
のために、大規模災害時は、既存のネットワークを
活用し、支援先を選択することが重要です。

大規模災害発生後、被災地は大混乱に陥っている場合が多く、
新規に支援先を見つけることは非常に難しい状況にあります。
そのため、既存のネットワークや事業者団体、専門職団体、
行政機関等などを通じて支援先を探しましょう。

支援先をどうやって決定するのか？
16
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Q
災害対策マニュアル

支援
実施

対応策

支援時

まとめSUMMARY
○大規模災害発生時には、介護記録等、要援護者に関する情報がないなかでのケアとなるため、現場で判断し

ながらケアを行うことができる経験豊富な介護職を派遣する必要があります。

○被災地の介護事業の復旧状況に応じて、必要となる人材の要件は異なります。そのため、支援人材を派遣す

る際は、現地の復旧状況に応じて必要な能力を持った人物を派遣することが重要です。

②応急期、復旧・復興期と、時間の経過に合った

　能力を持つ人材を派遣しましょう

インフラの復旧や各種団体からの支援、地元事業
者の復旧に伴い、支援する人材に求められる能力も
変化します。

東日本大震災においても、コミュニケーション能
力やリーダシップがある人は、支援人材として時期
に関係なく派遣され、現地で活躍していました。復
旧・復興期へと時間が経過するにつれて上記の能力
に加え、利用者との関係構築能力がある人や介護技
術がある人、現場経験が豊富な人などが被災地に派
遣され、現地の介護事業の再構築に資する活動が見
られました。

①現場で臨機応変に判断が下せ、かつ専門性の高い

ケアができる人材を派遣しましょう

大規模災害の被災地に対して人材を派遣する場
合、考慮すべきことは、その人材の「経験と資格」
です。被災地では、カルテのような要援護者の状態
を客観的に示したものがないため、スタッフがその
場その場で利用者の状態を確認しながらケアを行う
ことが要求されます。

このような状況下では、多様なケアを行った経験
やケア技術への知識等が問われることになり、現場
で判断しながらケアを提供できる経験豊富な人材が
求められます。

実際に、被災地では、介護福祉士の需要が高まり、
支援した事業者からも現場リーダークラスの人材や
施設長クラスの人材が被災地に送られ、活躍すると
いった状況も見られました。

現場で臨機応変に判断が下せ、かつケアができる人材が求め
られます。また、被災地の介護事業の復旧状況によって、求
められる人材が変化するため、それに合った人材を派遣する
ことが重要です。

被災地支援のために派遣する
人材の選び方は？17
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Q
支援
実施

対応策

支援時

まとめSUMMARY
○被災地に支援人材を送る際は、職員各人の負荷を最小限にするため、1人1週間未満の派遣となるようにロー

テーションを組んで対応しましょう。

○被災地に人材を派遣した場合には、送り出した側の事業所でも職員の不足が生じます。そのため、事業所を

あげたバックアップも重要です。

①支援にはローテーションを組んで

　複数の人材を派遣しましょう

大規模災害の被災地に支援人材を送り出す際、特
定の人材を長期間派遣するのは、非常にリスクを伴
います。現地でのケガや病気、家族と一定期間離れ
てしまうことによる精神的負担など、さまざまな問
題に直面します。

このようなことを回避するため、ローテーション
を組み、被災地に送り出す人材一人一人の負担を軽
減することが必要です。また、交代で派遣すること
によって、多くの職員に「被災地での支援」という
貴重な体験を積ませることができるため、人材育成
の面での効果も期待できます。

東日本大震災においても、多くの事業者がロー
テーションを組んで複数の人員を派遣しており、職
員1人あたりの支援期間を1週間未満に抑えていま
した。

②支援に送り出した事業所のサービス提供体制を

　維持するための工夫も重要です

被災地に職員を送り出すと、送り出した側の事業
所の職員も不足します。そのため、被災地に赴いた
職員の不足分をカバーする体制を構築することも必
要です。

東日本大震災で支援のために人材を派遣した事業
者では、被災地に送り出した人材の不足分をカバー
する活動を、組織を挙げて行っていました。

また、被災地に派遣しない職員にも、被災地の支
援をしていると感じてもらうため、実際現地に行っ
た職員が写真やその日の経験をまとめ、全社のイン
トラネットに掲載するなどの取り組みもみられまし
た。

被災地に職員を送り出す場合、送り出した職員の負担を軽減
するために、１人の派遣期間が短くなるようにローテーション
を組んで対応しましょう。また、送り出した事業所のサービス
提供体制を維持するための工夫も重要です。

人的支援を行う場合の
体制づくりをどうするか？18
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Q
災害対策マニュアル

支援
実施

対応策

支援時

まとめSUMMARY
○大規模災害の被災地では、さまざまなものが不足します。衛生用品や食料品は救援物資が行き届くことが多

いため、電灯やカセットコンロなどの支援が行き届かない物資を提供すると役に立ちます。

○支援のために派遣した職員が二次災害にあう可能性があります。そのため、旅行保険などに加入し、リスク

を抑えることも必要です。

①被災地に対しては電灯等、派遣する職員用として

は飲食料品、衣類などを持参させましょう

東日本大震災では、被災地が広範囲にわたる大規
模災害であったことから、全国的にガソリンや電池
などが不足しました。また、電気・ガス等が途絶し
たため、電灯やカセットコンロなどが役に立ったと
言われています。

このことから、被災地へ支援に赴く際は、電灯や
カセットコンロ等を持参する必要があります。また、
現地の貴重な物資を消費しないように、派遣した職
員用の飲食料品、衣類などは持参するとよいでしょ
う。

一方で、救援物資と現地で不足する物資の需給の
不一致があり、おむつなどの衛生用品、衣類、飲食
料品などは、大量に被災地に届き、余剰が出ていた
ことが明らかになっています。

②被災地に派遣する職員を

　旅行保険に加入させましょう

大規模災害の場合、被災地では、安全性が不十分
であるため、派遣した職員がケガをするなどの二次
災害にあう可能性があります。また、インフラが復
旧していない場合、衛生面が不十分となり、伝染病
などの危険性もあります。このようなリスクに備え、
ボランティアで被災地に赴く職員に対して、支援活
動上有効となる保険に加入することが望ましいです。

しかし、社会福祉協議会が実施するボランティア
保険は、個人で被災地への支援を行う場合にのみ加
入できるので、法人として支援する場合は、旅行保
険などに加入することが望ましいでしょう。ただし、
旅行保険は天変地異が免責事項となっていることに
注意が必要です。もし事故等が起こった場合には、支
援先や支援機関と会社側が調整していれば、休暇中
であっても労働災害の適用を受けることができます。

被災地へ直接物資を送ることができるメリットを活かし、被災
地で不足する電灯やカセットコンロ等を持参しましょう。また、
派遣する職員のリスクを軽減するため、事前に旅行保険など
に加入させましょう。

職員を派遣する場合、
何を準備すればよいのか？19
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Q
支援
実施 支援時

まとめSUMMARY
○支援のために派遣した職員と被災地の要援護者や介護スタッフとの間にコミュニケーションの問題が起きる

ことがあります。解決には、時間をかけた信頼関係の構築が必要です。

○大規模災害の被災地の惨状を見たショックから、心的外傷後ストレス障害（PTSD）にかかる危険性もある

ため、派遣後の精神面でのフォロー等が必要です。

①被災地の利用者、介護スタッフとの間に

　コミュニケーション問題が生じる場合があります

東日本大震災の被災地では、支援を行っている職
員と被災地の要援護者とのコミュニケーション問題
や、現地の介護スタッフとの間にも同様の困難が生
じる事例が見られました。

これらコミュニケーションにかかわる課題を解決
するためには、ある程度時間をかけた信頼関係の構
築が必要となります。被災地にとっては、短期間で
交代するボランティアで、信頼関係を構築する間も
なく別の人材と交代してしまい、また一からのス
タートになった例も見られます。

②被災地の現状や被災者の話から

　支援スタッフに心の問題が起こることもあります

被災地の惨状や被災者の体験談を見聞きすること
で、心的ストレスを受け、心的外傷後ストレス障害

（PTSD）など心の問題に陥るスタッフが出てくる
危険性があります。

ストレス耐性のある人物を選んでいても、過酷な
状況下で長く活動すると、精神的に大きなダメージ
を受けることもあります。

被災地に派遣した職員が職場にもどってから軽い
興奮状態になって、通常以上の業務をこなしたり、
活動が活発になるような兆候が現れた場合は、十分
な休養を与え、また被災地で見聞きしたつらい状況
を話す機会を与えるなどの配慮が必要です。それに
よって、PTSDを防ぐこともできるでしょう。

支援のために派遣された職員と被災地の要援護者や介護ス
タッフとの間にコミュニケーションの問題が生じる場合があり
ます。また、被災地の惨状を見たことによる心的ストレスから、
支援スタッフに心の問題が起こる場合もあります。

支援側のスタッフが
現地で直面する課題とは？20
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Q
災害対策マニュアル

支援
実施 支援時

①支援先の通常業務体制が整った後に

　支援を終了することが望ましいです

実施した支援を引き揚げるタイミングの見極め
は、非常に難しい問題です。現地のケア体制が不完
全な状態で、支援の手を止めてしまえば、現地の介
護サービスの継続が難しくなり、多くの要介護者が
ケアを受けられない状況に陥ります。

一方で、支援が長期化すると、被災地における地
元介護事業者や要介護者本人にとっての自立の妨げ
となってしまうことも想定されます。

東日本大震災においても、支援先となった被災事
業者の通常業務体制が整ってからの支援人材の派遣
終了を決定した事例が多くなっています。

②自社の負担の状況を勘案した

　撤退のタイミングも考えましょう

被災地に対して支援を行う事業者にとっても、支
援期間の長期化は、金銭面、人的資源面での負担が
増大し、自法人の通常業務に影響が出る恐れがあり
ます。

支援を行う際には、現地への交通費や派遣した職
員の食費、活動費、必要な機材の費用など多くの経
費が必要となります。

また、被災地へ派遣した入浴車輌などの機材はそ
の期間自法人の業務で使えないため、機会損失が発
生する可能性もあります。

東日本大震災での支援状況を見ると、支援の際の
費用は、一部では、支援活動に対する費用補助など
でまかなうケースも見られましたが、原則として、
支援側が負担することになります。

そのため、支援を行う際は、自法人が対応可能な
範囲の予算規模で行うことが継続的に支援を行うう
えで重要です。

支援先の通常業務体制が整った時点で支援人材の派遣を終了
することが望ましいです。一方で、自社の負担の状況を勘案
した撤退のタイミング決定も必要です。

派遣を終了するタイミングはいつか？

○被災地の支援を終了する際は、被災地の介護体制が通常の体制にもどってからにするなど、現地の状況に合っ

た時期の判断が必要です。

○支援の際の費用負担は、原則として支援した事業者側の負担となります。そのため、自法人の対応可能な範

囲内で予算を組み、支援することが継続的な支援を行うために重要です。

まとめSUMMARY

21



3.11あのとき、そしてその後……

支援のニーズは、
日常の小さなことにも
潜んでいた

株式会社新生メディカル
介護支援専門員

藤井尚子 さん
震災発生当初の2011年4月から
11月までの長期にわたり、民介
協のボランティア支援に携わった
新生メディカルのケアチームの
リーダー的存在。当初は石巻市内、
のちに牡鹿半島にも支援に入る。

方言を理解することが
支援の始まりだった

最初、とまどったのは、言葉の違

いでした。特に牡鹿半島という地域

は、方言が強くて、コミュニケーショ

ンが難しかった。でも、私はもとも

とよその方言がとても好きなので、

知らない言葉をきくと書きとめて、

岐阜で待機してくれていたスタッフ

たちにクイズ形式で送って、みんな

と共有するようにしていました。た

とえば「ぶのと冷やす」って言われ

たとき何？？ですよね。でも、一緒

にまわってくれた地元のぱんぷきん

さんのスタッフにそれを聞くと、首

の後ろのことなんですね。

牡鹿半島の方は、民謡が好きで

よく歌われます。歌が始まれば、踊

りが出るみたいな感じで。私たち岐

阜の人間は、歌は歌っても踊りまで

は出てこない。皆さんそういう意味

では解放的で、話しやすい方たちで

した。海沿いの方たちですから、だ

いたい漁に出ていたか、その奥様が

ほとんどでした。

訪問の時間がなんかの拍子にタイ

ミングがずれたことがあります。そ

のときに「来んかと思った」と初め

て言ってくださったのには、感動し

ました。

余震がずっと続き、牡鹿の場合、

地震が来る前に「ごおー」っていう

海鳴りのようなものが聞こえて、そ

れがとても怖かった。そのたびに、

「ここは津波で残ったところだから

大丈夫」って自分に言い聞かせてい

ました。

仮設住宅では
新型の電化製品がネックとなる

仮設住宅では、電化製品とかみん

な新しいので、高齢者の方は意外と

使い方がわからないんですね。だか

ら使っていないというケースも多く

見られました。それをヘルパーに「電

源が入らないんだけど」と聞いてく

る方も多かったです。最近の製品っ

てボタンが突起していないので、ど

こが電源かわかりにくいんですね。

しかも主電源がいつも赤くついてい

るから怖くて使えない。

実はお風呂の使い方がわからな

くて何日もお風呂に入っていなかっ

た、ということもありました。シャ

ワーの使い方がわからなかったと

か、ガスのつけ方がわからなかった

とか。また、洗濯機も全自動になっ

ているので、難しいという方も多く

いらっしゃいました。

隣近所がバラバラになってし

まったので、訊ねる相手に事欠いて

いるということ。これは小さなこと

のようですが、家のなかではどれも

とても大事なことですね。それを私

たちがおじゃました際にぽろっと

おっしゃることが多かった。それが

解決したら、おうちでふつうに暮ら

せるようになって、前向きな気分に

なり外に出られるようになった。す

ると「あの人もこういうことで困っ

とるらしい」って別の困っている人

のことを教えてくださったり。

収穫は、いままでやってきたことを
被災地で実践できたこと

自分にとって知らない土地で、

利用者さんのところにスタッフと一

緒に行って、支援する機会が持てた

ことは大きな経験でした。私は日ご

ろ大垣の事業所でケアマネとして勤

務していますが、私が職場をあける

ことで、残ったスタッフたちが綿密

にミーティングを重ねて、留守がで

きる環境が整うくらいに成長したこ

とも、成果といえるでしょう。

また違う介護事業所のスタッフと

横のつながりが持てたことも新鮮な

経験でした。弊社がずっと蓄積して

きた巡回型訪問介護のノウハウを地

元のぱんぷきんさんに伝えながら、

利用者さんを支えていくことが実感

できたのも収穫といえます。

個人的には、いままでこんな長期

で家をあけた経験はなかったのです

が、子どもたちをはじめとする家族

からの後方支援が得られたのも大き

かったと思います。
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2泊3日の数珠つなぎの
支援のしくみづくり

神奈川県ケアマネ協会の支援活

動のスタートは、震災約1 ヵ月後の

4月15日からで、当初は１週間ほ

ど石巻市の湊
みなと

地区に入りました。そ

の後、知人を介して、ぱんぷきんの

渡邊常務さんと知り合い、「女川町

にはボランティアがいなくて困って

いるから」ときいて、4月末より女

川町にボランティア派遣を開始しま

した。

「ケアマネ隊」の活動は、2泊3

日を原則とし、数珠つなぎに支援を

途切れさせないことを使命と考えま

した。そのためのしくみをきちんと

つくれたことが、2011年の12月

まで長きにわたり支援が継続できた

要因だと思っています。その際に胆
きも

となったのは、4人1組となって神

奈川発着でレンタカーを借りて行く

ということ。お金も初期のカンパ

300万円とその後に出た赤い羽根

「災害ボランティア・NPO 活動サ

ポート募金」をもとに参加者に持ち

出しのないかたちにしたことです。

実際、リピーターを含め100人

を超えるボランティアを継続して出

せたのは、協会としてひとつの成果

と思っています。

支援は請け負い型でなく
提案型がベスト

ケアマネ隊は最初、避難所の調

査から入りました。地震発生後まだ

間もなかったこともあり、町民のだ

れがどこにいるかもわからない状況

でしたので、まずは調査票を地域包

括支援センターのスタッフと一緒に

つくることからスタート。自宅が半

壊して依然自宅に住み続けている人

の調査や仮設住宅に入っている人た

ちの調査も行いました。

実際に現地に行ってみるとわかっ

たのは、「何してほしいですか？」と

聞くよりむしろ、「こういうことが

私たちにできるけど、どうですか？」っ

て提案するほうがよいのだと。する

と「じゃ、やってください」となる。

実際役場の方だって被災しているわ

けで精一杯ですから、負担をかけ

ちゃいけない。支援を受け入れる側

の人たちの立場を配慮することが大

事だということも学びました。

ボランティアの条件と覚悟

ケアマネ隊が初めての人には必

ず事前説明会を行いました。どうい

う内容の支援をするか。調査のしか

た。それからこれだけは守ってほし

いという約束事だったり。どんどん

現地の状況も変わったので、もどっ

て来たメンバーの話をもとに、綿密

に説明会を開きました。

その際にお願いしたのは、自分

のメンタリティーを担保してほしい

ということです。私たちが避難所と

か仮設に行くと、被災者同士では語

れないことをどーんと話されること

も多い。心が重くなって帰ってきて

から精神科にかかっても責任は負え

ないので、それに耐える自信のない

人はやめてくださいと。

あとはボランティア保険に加入

するなどして自分の身は自分で守っ

てくださいとも伝えました。余震に

ついても責任は持てませんので、家

族とよく相談してください。もしそ

れがだめなら、カンパというかたち

や、物資で支援するかたちもありま

す。自己満足だけで行くのはやめて

ください。また、何でもその場で必

要なことをお手伝いするのが仕事で

すから、必要であれば泥かきだって

ありなんですということも話しまし

た。

2011年の12月で数珠つなぎの

支援はいちおう終了しましたが、い

まは継続支援として今年（2013年）

の1月より女川町の社会福祉協議会

と連携して、ヘルパー研修をスター

トしています。町の8割が流れてし

まったので、インフラの整備も大事

ですが、まずは「人」。人で闘いま

しょうよ、と人材育成をめざしてい

るところです。

神奈川の「ケアマネ隊」。
切れ目のない支援の秘訣

ＮＰＯ法人神奈川県介護支援専門員協会
理事長
特別養護老人ホームラ・ポール藤沢
施設長

阿部充宏 さん（写真中央）
藤沢の特養の施設長で、神奈川県ケアマネ協会の理
事長として、自身も何度も被災地に足を運び、ボラ
ンティア支援が手薄だった女川町にシームレスな支
援を送り続けるためのしくみづくりに専心した。支
援する側は、受け入れ側に対する最大限の配慮が必
要という。
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必ず事業所のスタッフとディスカッションを行い、下記の各項目を記入してください。また、記入後は事業所
内への掲示やスタッフへの配布を通じ、情報の共有を進めてください。

■ 事業所周辺地域のハザードマップ
市区町村のホームページから事業所周辺地域のハザードマップをダウンロードし、添付してください。また、
事業所の災害リスクをスタッフ間で共有してください。

○ハザードマップを添付

■ 大規模災害発生時の避難場所
あなたの事業所の最寄りの避難場所を調べ、記入してください。

避難場所 内　　容 事業所から最寄りの避難場所

一次避難場所 災害時の危険を回避するため
一時的に避難する場所

広域避難場所 大規模公園や大学など大人数
の避難者を収容できる場所

収容避難場所
（避難所）

被災した住民が一定期間の避
難生活を行う施設

■ 災害の種類に応じた避難先
それぞれの種類の災害が発生した際にどこに避難すればよいか調べ、記入してください。

災害の種類 事業所から最寄りの避難場所

地震

津波

在宅介護事業所における災害対応策ノート
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■ 事業所以外の場所にいる際の対応
事業所以外の場所にいる際の対応を内部で議論し、事業所としての方針を定めてください。

状　　況 行　　動

ご利用者宅

移動・送迎中

■ 安否確認の方法
事業所スタッフの安否確認の方法を記載してください。また、（携帯電話の不通など）想定していた安否確認
方法が使用できなかった場合の確認方法を記入してください。

安否確認方法①

安否確認方法②：①で想定していた連絡方法が使用できなかったとき

■ 安否確認ができなかった場合の対応
何らかの原因で安否確認ができなかった場合の対応方法を事業所内部で協議し、事業所全体の行動方針を定め
てください。

（管理者など）安否確認を行う側の対応

（ヘルパーなど）安否確認を受ける側の対応
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■ 利用者関連の問題点
利用者の安否確認や自宅への送迎方法、利用者家族との連絡など、災害発生時に利用者に関連して問題が発生

しそうな点について事業所内で議論し、その結果を記入してください。

検討事項 関連するサービス 発生しそうな問題点

		

■ 利用者関連の問題への対応
上記の利用者関連の問題への対応策を記入してください。

検討事項 対応策

■ 事業所内の災害対応体制
事業所内の災害対応力を高めるために必要な小グループ（社内消防班、個人情報持ち出し班など）を検討し、
各グループの体制と役割を記入してください。

班　名 リーダー メンバー 役　割
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■ 緊急時の主要な連絡先
災害発生時に連絡を取る可能性がある先について、電話番号等の連絡先を記載してください。

連絡先名 連絡先

市区町村の役所

最寄りの地域包括支援センター

最寄りの病院・診療所

■ 防災対策に関するディスカッションの記録

実施年月日 ディスカッション内容

年　 　　月　　　　日　

年　 　　月　　　　日　

年　 　　月　　　　日　

年　 　　月　　　　日　
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■ 災害備蓄品管理リスト

品目
（飲食料品、
衛生用品など）

品名
（保存食料、水、

おむつなど
購入年月日 消費期限

更新時期

収納・格納場所
（○○のキャビネット

下段など）

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日

　年 　　月　 　日 　年 　　月　 　日
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■ 被災事業所　訪問者向け伝言用紙
（事業所の入り口等に貼付してお使いください）事業所スタッフ⇒事業所を訪問された方へ

 事業所にお越しの方へ

当事業所の職員および利用者は、

　・職　員：  におります。

　・利用者：  におります。

職員・利用者の被害は、 あり ・ なし ・ 確認中  です。

事業所の再開は、　　　　 年　　　 月　　　 日の予定です。

お急ぎの方は、  まで

ご連絡ください。
（※携帯電話、メールアドレスなどの連絡先および連絡先氏名を記入）

（※再開時期が未定の場合は「未定」と記入）
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第３部

今後に向けて

女川町、釜石市、いわき市といった被災自治体に

対するヒアリングの概要と、本事業の委員長であ

る東北福祉大学大学院・小笠原浩一教授へのイン

タビューを掲載。また、調査から得られた情報を

踏まえ、在宅介護事業者の全国団体である民介協

として、行政に対して被災地の復興および地域の

福祉防災力の向上に向けた提言、問題提起を行い

ます。
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女川町の被災状況

宮城県の沿岸部に位置する女川町

は、津波による大きな被害を受けた。

震災前の人口は10,014人であった

が、震災後の人的被害は死者565人、

死亡認定者256人、行方不明者6人

にのぼり、家屋への被害も4,411棟

で発生している。

水道は3月中、電気は4月7日に

復旧したが、余震の影響で復旧が再

度遅れ、最終的な水道と電気の完全

な復旧は4月中旬と、ほとんどのイ

ンフラの復旧が5月の連休明けまで

延びてしまった。

女 川 町 で は、 高 齢 者 の な か に

1960年のチリ津波の経験を持つ人

が多く、当初の津波情報の予想では

波の高さも低かったため、18メー

トルの津波の襲来に対応できず、避

難所も被災してしまう悲劇となっ

た。結果として、被災者の7割が

65歳以上で、特に75歳以上の被災

者が多かった。

震災直後の対応

町の中心部が大きな被害を受けた

ため、東日本大震災当日の夜には、

約2,500人もの避難者が高台にある

総合体育館に押し寄せた。町では、

総合体育館内に救護所を設置し、歯

科医師を中心に被災者の手当てにあ

たった。

震災3日目の13日には、慢性疾

患を抱える人たちが、持病の薬が手

た、民介協の訪問入浴サービスの提

供も、電気も水もない状態での支援

であったため助かった。

今回のような緊急時には、長期か

つ組織的な支援が非常に有用だと感

じた。事業者団体等の組織的による

支援の場合、支援団体側で各自に人

員のローテーションを組み支援を進

めてもらったので、引き継ぎがうま

くいったように思われる。

介護スタッフは、震災当初から不

足していたが、宮城県の介護福祉士

会が3月19日以降、支援スタッフ

を送り込んでくれた。その際、介護

福祉士の資格を持つ支援スタッフが

夜勤を担当してくれたため、震災以

降、働きづめだった町内の介護職員

がようやく休息を取れるようになっ

たのは大きい。

支援を受けるにあたっては、通信

手段が衛星電話しかなかったため、

町内の被害情報を外に発信すること

ができず、十分な支援を得ることが

困難であった。他の自治体からは、

FAXやメールで支援要望を送って

もらいたいと言われたが、これらの

機器が使えないため、情報を発信す

ることができなかったという事情が

ある。また、あまりにも被害が大き

く、被災者の捜索活動の妨げになる

ことを防ぐため、個人のボランティ

ア募集を広く公にすることも不可能

だった。

外部からの多数の支援の申し出に

対して取捨選択をしている時間がな

かったため、各部局で支援の必要性

や受け入れの有無を判断する体制を

元にないことに不安を覚えはじめ救

護所に殺到した。そのため、処方箋

薬が不足。その解消のため、町の職

員が内陸の市町村へ市販薬の買い出

しを行うなど対処したが、抜本的な

解決に至らず、最終的には、15日

に米軍のヘリコプターによる救援物

資の投下が始まってから解決した。

要介護者の支援に向けて
動き出した時期

震災4日目の３月14日より、要

介護者へのケアを行うため、一般の

避難者と同居が難しい要介護者を地

域福祉センターに移動させ、福祉避

難所の認定を行った。その他、町内

30 ヵ所の避難所にいた要介護者に

ついても、町が情報を集約し、適宜、

福祉避難所に集約してケアを提供し

た。

福祉避難所の開設当初は、要介護

者11人、家族2人に対し、町の職

員5人と社会福祉協議会のデイサー

ビス職員8人がサービスにあたっ

た。福祉避難所は9月まで設置され

ていた。

また、女川町内には障がい者のた

めの支援施設がなかったため、障が

いのある人は石巻の施設に搬送し、

透析が必要な人については、町が車

を手配し石巻赤十字病院までの通院

を支援した。

外部からの支援の受け入れ

石川県や鹿児島県から長期にわた

る支援があり、非常に助かった。ま

【 インタビュー実施概要 】
□ 日　時：2012 年 8 月29 日
□ インタビュー協力：女川町 健康福祉課参事 佐藤 毅さん、同健康福祉課技

術補佐 三浦 ひとみさん、女川町社会福祉協議会事務局長 佐々木 茂博さん

自治体レポート 1

宮城県女川町
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整えた。その結果、迅速かつ現場の

ニーズに即した支援につながったと

思う。

震災から得られた教訓と
今後の課題

１）教訓

東日本大震災以前から、要援護者

リストの作成に着手しており、予定

では2011年の秋には完成すること

になっていたが、消防、警察などに

情報を開示する前に東日本大震災が

発生してしまった。

また、女川町独自の事業として、

冷蔵庫に備蓄する緊急医療キットを

各世帯に配布する予定だったが、発

送前に津波により流出してしまった

ため備蓄はすべて失った。

本町の場合、支援物資の備蓄場所

となる公共施設が町内の学校などに

限られてしまう現状がある。そのた

め教育委員会等との調整が必要とな

り、今後の物資備蓄の実現には時間

がかかるかもしれない。

さらに、大規模災害に対処するた

めには、行政、自治会、民間企業が

事前に協力関係を構築し、そのなか

で行政は、連絡、意思の疎通、情報

共有などの支援を行うコーディネー

ターとしての役割を担う必要がある

と考えている。

２）今後の課題

2011年の5月から11月にかけて

仮設住宅への入居が始まったが、震

災前の地域コミュニティが復活して

いない状況が続いているのが現状

だ。

そのため町では「女川町地域ささ

えあい体制づくり」として、新規に

雇用したことから専門員および生活

支援相談員により在宅高齢者を含め

た見守り支援を行っている。仮設住

宅が設置されている地区を含めて町

内全地区で自治会がようやく復活し

たが、復興公営住宅の完成後は、住

民が再度バラバラになってしまう可

能性が高く、改めてコミュニティ再

生を進める必要がある。

町の再生には、「町民が支えあい

誰もが生涯いきいきと暮らせる町に

する」という共通の目的のもと、会

合を定期的に持ち、住民全員で地域

づくりを行うことが重要だと考えて

いる。

■ 自治体、団体からの支援一覧 ★女川町資料より作成

時　期 支援者 ルート 延べ人数 業　務

3/19
4/1 〜 5/31

宮城県介護福祉士会
日本介護福祉士会

事 務 局 長、 会
長、県

79人
（介護福祉士）

福祉避難所避難者への見守り声掛け、移動介助、夜間の排泄・
歩行介助等

3/31 女川町立病院 直接
22人

（介護福祉士）
福祉避難所避難者への見守り声掛け、移動介助、夜間の排泄・
歩行介助等

4/5 石川県 宮城県
126人

（保健師等）
避難所の感染症対策、健康情報の収集、保健指導

4/6 鹿児島県 宮城県
8人（医師、保
健師等）

住民の心のケア、保健指導、事業の企画

4/29 〜
11/18

神奈川県介護支援専
門員協会

ぱんぷきん株式
会社

170人
避難所における65歳以上高齢者の実態把握訪問調査
津波被災のない地域の65歳以上高齢者の実態把握訪問調査
仮設住宅入居者健康調査

4/30 〜 5/10
6/24 〜 7/31

日本介護支援専門員
協会

日本介護支援専
門員協会理事

240人
避難所における65歳以上高齢者の実態把握訪問調査
津波被災のない地域の65歳以上高齢者の実態把握訪問調査
仮設住宅入居者健康調査

5/14 女川町立病院 直接
22人

（PT ／ OT）
福祉避難所避難者へのADL評価、集団リハビリ指導、個別リハビ
リ指導等

5/27 民介協
ぱんぷきん株式
会社

236人 避難者への移動入浴支援（個別入浴支援）

6/30
世田谷ボランティアセ
ンター

女 川 町 社 会 福
祉協議会

131人（看護師、
介護福祉士）

○看護師⇒避難者の健康管理
○介護福祉士⇒避難者の見守り、声掛け、移動介助、排泄介助等

7/2 〜 8/29
女川町ボランティアセ
ンター

女 川 町 社 会 福
祉協議会

58人（看護師） 避難所避難者への夜間緊急対応

Reports of Self-Governing Bodies
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釜石市の被災状況

釜石市における地震と津波による

死者・行方不明者は1,041人にのぼ

り、約4,600戸あまりの建物が全半

壊するなど甚大な被害を受けた

（2012年８月現在）。ピーク時には

市内に88 ヵ所の避難所が開設され、

約4万人の市民のうち要介護者を含

む1万人近い人たちが避難生活を強

いられた。

ま た、 今 回 の 震 災 で は 市 内 に

22 ヵ所ある介護事業所のうち約3

割が地震や津波により被災し、市北

部にある鵜住地区の養護老人ホーム

では2人の入所者の方が亡くなるな

ど、高齢者介護の現場も大きな影響

を受けた。

今から振り返ると、被災から１ヵ

月間は目の前の問題対応に忙殺さ

れ、その後、6月ぐらいには少し落

ち着いてきて、お盆の時期には一段

落したという印象だ。現在は、復旧

から復興に向けた局面にさしかかっ

ており、庁内も再び慌しくなってい

る。

震災直後の対応

震災当日は高齢介護福祉課や地域

包括支援センターが入る保健福祉セ

ンターの1階部分がすべて津波の被

害を受け、ライフラインも遮断され

てしまった。水が引いてから外に出

て状況を把握しようとしたが、出入

口が押し流されてきた瓦礫でふさが

ケアを提供してきた。

外部からの支援受け入れ

震災翌日の3月12日には日本赤

十字社の医療チームが入り、その後、

順次、自衛隊などの支援が始まる。

介護事業者団体や専門職団体からの

支援受け入れについては、市の社会

福祉協議会にボランティアセンター

を立ち上げ、そこが窓口となって対

応した。2012年８月現在でも青年

海外協力隊や全国心理業連合会の人

たちが、仮設住宅に住んでいる高齢

者を対象に介護予防教室やカウンセ

リングを実施している。介護予防や

PTSDのケアなどの経験がある専門

家を派遣してもらい、非常に助かっ

ている。

一般のボランティアの受け入れに

ついては、これまで多くの団体から

支援の打診をいただいたが、特に必

要のないものに関しては支援を断っ

ている。災害ボランティア等の経験

が豊富な人が中心となって活動する

のであれば問題はないが、あまり支

援経験のない人の場合、こちらから

いろいろと依頼するのは少し不安な

面がある。また、支援に来ていただ

けるのは非常にありがたいのだが、

その一方でコーディネート（場所の

設定や必要な物資の調整、日程調整

等）をすべて行政に任せられても対

応しきれないというのが現状だ。

れてしまい、避難してきた多くの市

民とともに、翌朝まで建物内に缶詰

状態となった。

通常、災害発生時には、市や地域

包括支援センターの職員が高齢者な

どの要援護者の状況把握を行うが、

今回は災害の規模が極めて大きく、

物資の調達や遺体の対応など行政と

してやらなければならないことが多

かったため、安否の確認等を直ちに

できる状況ではなかった。

要介護者の支援に向けて
動き出した時期

初動の対応が少し落ち着きを見せ

た震災発生から1週間くらいが経過

した時期に、被災をしていない市内

の介護事業者ら関係者が集まり、情

報共有のための会議を行った。その

会議では、事業者の被災状況に関す

る情報が交換され、利用者宅を訪問

するためのガソリンの確保などが問

題として挙げられた。

また、3月中旬には市の災害対策

本部からの指示に基づき、すべての

避難所を訪問し、避難者のうち介護

が必要な方や精神的に不安定な方に

関する情報の収集を行った。その後、

地域包括支援センターと居宅介護支

援事業者が協力をして、在宅の方を

含む高齢者全体の状況把握に向けた

調査を実施した。

なお、大規模な状況把握を進める

前に、庁舎の近隣に住む要援護者に

ついては職員が直接訪問して安否確

認を行っており、避難所の要介護者

に対しては市内の事業者と協力して

【 インタビュー実施概要 】
□ 日　時：2012 年 8 月31 日
□ インタビュー協力：釜石市 保健福祉部 高齢介護福祉課課長補佐 臼澤 渉さ

ん、同高齢介護福祉課 地域包括支援センター 川崎 達巳さん
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要介護者を取り巻く
状況の変化

要介護の認定状況を見ると震災前

には認定率が17％台であったのに対

し、震災後は19％台まで上昇した。

避難所等での不活発な生活により元

気な高齢者が要介護状態になってし

まった可能性がある。しかし増加し

た分すべてが介護保険サービスの利

用につながっているわけではなく、

被災地に1人で暮らす親などを心配

し、介護が必要なときにすぐにサー

ビスが受けられるよう、家族が認定

だけでも受けさせるというケースが

増えているのではないかと思われる。

また、避難所から仮設住宅への移

行が進むにつれて、環境の変化に

伴って認知症が悪化したり、社会的

孤立の状態となる人が多く見られ

た。そうした問題に対応するため、

本市では東京大学などと連携し、平
へい

田
た

地区など一部の仮設住宅にサポー

トセンターを設置している。仮設住

宅のなかに福祉拠点を構築するとい

う考えは、2011年の4月からスター

トした。中越の地震の際に同セン

ターが高齢被災者の孤立防止や

ADLの維持に役に立ったという話

を研修等を通じて職員が共有してい

たことが、設置に向けた動きがス

ムーズに進むきっかけとなったので

はないか。

震災から得られた教訓と
今後の課題

１）教訓

今回の震災を踏まえて高齢者の津

波被害を防ぐために根本的に必要な

ことは、高台などの安全な所に住ん

でいただくことではな

いか。また、近所でお

互いに声をかけ合うこ

とができるしくみづく

りも必要と思われる。

支援体制について

は、介護版のDMATの

ようなものがあればよ

い。たとえば、災害発

生直後には（医療の）

DMAT が 救 急 医 療 を

提供し、その後、福祉

避難所に移行した段階

で 介 護 版 DMAT が ケ

アを行うといった流れ

が構築できれば、要介

護者の ADL の維持等

に非常に有効であろう。

２）今後の課題

現在、仮設住宅から

復興住宅へと移行する

準備段階だが、復興住
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被災した釜石郵便局

宅に移行した後の要介護者の見守り

体制や介護体制をどのように構築す

るかといった点が非常に難しい。こ

れまでサポートセンターの職員や仮

設住宅の住民と新しい人間関係を構

築してきた人が、復興住宅に入居す

ることによって地縁・人縁が失われ、

社会的孤立が進む可能性もある。孤

立死や自殺等のリスクが高まると予

想されるなかで、行政として切れ目

のない支援の必要性を感じている。

また、これまで、ボランティアな

どの多くの支援を受けて生活してい

た方たちが、支援がなくなった後に

自立した生活ができるのかという点

にも不安を感じる。本人のためにも

今後の自立した生活を見据えた支援

が必要であり、本市としては今後も

高齢者の介護予防を重視した取り組

みを進めていきたいと考えている。
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いわき市の被災状況は？

いわき市の被災状況は沿岸部と

内陸部で大きく異なる。沿岸部は津

波による被害が大きく、多くの住民

が長期間の避難生活を余儀なくされ

た。一方、内陸部では、3月11日

のほか4月11日の余震の被害が大

きかった。今回の震災により亡く

なった方は430人、建物被害は全

壊から一部損壊まですべて含めると

90,482棟に及ぶ（本市災害対策本

部週報、2011年12月5日付）。

また、原発事故の風評被害に伴

い、市内の物流機能が大きく麻痺し、

さまざまな物資が不足した。特に困

窮したのがガソリンである。国から

の被災自治体に対するガソリンの供

給はすでに3月16日より始まって

いたが、運搬先が郡山市とされたた

め、約70キロ離れた郡山市までガ

ソリンを受け取りに行かなくてはな

らず、市全域にガソリンが供給され

るには時間がかかり、その間、職員

の通勤や在宅介護事業者のサービス

提供に大きな支障が生じた。

震災直後どう対応したか？

翌日にはすでに避難所が127 ヵ

所開設され、各避難所へ市職員を配

置して、食料等の物資の提供を行う

とともに、避難者からさまざまな要

望を聞き取るなどし、各地区の保健

福祉センターに情報を集約させ、被

災者のニーズ把握に努めた。

不足が生じ、自動車で利用者宅まで

訪問することが不可能となった。ま

た、断水等の影響により、サービス

提供の中断を余儀なくされた事業者

があった。民間の在宅介護事業者の

サービス再開時期は、ガソリンが十

分供給されるようになった後の3月

終わりから4月の初めが多かった。

このような状況から、震災発生

後から3月末までは、地域包括支援

センターと稼動可能な各種サービス

事業所、居宅介護支援事業所のケア

マネジャー、地域住民を含むボラン

ティア等が連携を図り、在宅や避難

所の要介護者等の支援にあたった。

外部からの支援を
どう受け入れたか？

震災翌日の3月12日にDMATお

よびJMATが市内に入り、市の医師

会と連携をしながら避難所を巡回

し、診療を行った。

また、市、社会福祉協議会、市

内の民間ボランティア団体（災害ボ

ランティアいわき）の3機関で協議

し、介護ボランティアの募集や避難

所の支援、福祉施設に対する給水車

の貸し出しなどを行うボランティア

センターを3月16日に立ち上げた。

本来であれば震災の翌々日の13日

に立ち上げる予定だったが、原発事

故が生じたため、ボランティアへの

安全配慮から、立ち上げ時期を延期

せざるを得なかった。

4月4日、ボランティアセンター

機能を社会福祉協議会に移転し、一

般のボランティアの受け付けを開始

高齢者のなかには、認知症の重

度化や徘徊など、一般避難所での対

応が困難な人も出始めたため、市内

に1 ヵ所、医療・介護専門のケアを

提供する避難所を開設した（開設時

期は3月17日～ 5月31日の約2 ヵ

月、実利用人数は34人）。そこでは、

DMATやJMAT、市医師会による医

療提供のほか、介護ボランティアが

24時間体制でシフトを組み、介護

や医療が必要な避難者に対して支援

を行った。

本市では災害に対する地域防災

計画は策定されていたものの、東日

本大震災のような大規模な災害の発

生を想定した具体的なマニュアルと

はなっていなかったことから、発災

直後は、避難等の状況について、そ

の全体像を把握することが困難で

あった。

要介護者の支援は
いつ開始したか？

長寿介護課では、震災発生後か

ら高齢者の安否確認と施設の状況確

認に追われた。在宅高齢者の安否確

認については、地域包括支援セン

ターや居宅介護支援事業所等と連携

して行った。

民間の介護サービス事業者につ

いては、地震・津波による被害のほ

か、原発事故による避難やガソリン

不足によって、サービス提供を中止

せざるを得なかった事業所が発生し

た。原発問題が表面化するにつれて、

サービス事業者の職員が市外に避難

したことによる人員不足やガソリン

【 インタビュー実施概要 】
□ 日　時：2012 年 11 月6 日
□ インタビュー協力：いわき市 保健福祉部 長寿介護課介護予防係係長 大谷 

奈美さん、同保健福祉部長寿介護課企画庶務係主査 青木 健一さん
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した。現在までに、市内外からのべ

60,000人近いボランティアの支援

を得て、約8,000世帯に対し、家屋

の片づけや清掃の手伝いを実施し

た。大規模災害だったため、ボラン

ティア数に対して被災者のニーズの

数が多く、マッチングに苦慮した。

8月8日には、それまでのボラン

ティアセンターの機能を、生活再建

活動を主目的とした復興支援ボラン

ティアセンターへと変更した。現在

は25人の生活支援相談員を中心に、

仮設住宅や民間の借り上げ住宅、雇

用 促 進 住 宅 を 含 め た 2,177 世 帯

（2012年10月末現在）に対して戸

別訪問を行い、安否確認と生活相談

を実施している。また、被災高齢者

のみならず地域住民との交流の場と

して、仮設住宅等の集会所において

交流サロンを定期的に開いている。

個別訪問を始めたころは、心の

声を聴くことができなかったが、訪

問を重ねるにつれて、信頼関係がで

き、悩みや相談を打ち明けてくれる

ようになった。

要介護者を取り巻く状況は？

本市では、いまだに多くの被災

者が応急仮設住宅等一時提供住宅で

の 生 活 を 余 儀 な く さ れ て い る

（2012年11月現在）。一時提供住

宅での生活長期化によりADLが低

下する高齢者も発生している。従来

は広い一戸建ての家に住んでいた高

齢者が、１K等のアパートに移るな

ど住環境や地域環境が変化したこと

により、活動量が低下していること

が一因と思われる。要介護認定率も

震災前に比べると上昇傾向にある。

現在、高齢者の地域での孤立や

閉じこもりを防ぐため、地域包括支

援センターと社会福祉協議会、地域

ボランティアが連携して、高齢者が

積極的に参加できるサロン等を実施

している。加えて、かつての沿岸部

の住民が市内各地の一時提供住宅等

に点在してしまっているため、交流

サロンを立ち上げ、沿岸部に居住し

ていた人たちに集まってもらい、シ

ルバーリハビリ体操などの介護予防

事業と交流事業を開催し、ADLの

維持や社会との関係づくりを支援し

ている。

また、各地区の地域包括支援セ

ンター、保健福祉センター、民生委

員、社会福祉協議会で情報交換を行

いながら、地域内の高齢者のみ世帯

と高齢者独居世帯などの情報把握と

早期支援に心がけている。

震災から得られた教訓と
今後の課題

１）教訓

今回のような大規模な震災にお

いては、個人レベルの対応が非常に

難しいと感じた。行政が単独で支援

を行っても、個人の生活部分までは

十分に対応できない面がある。そこ

で、行政と地域包括支援センター、

あるいは、地域包括支援センターと

民間事業者とのネットワークを強化

し、個々の住民の課題にアプローチ

していくことが重要だ。

２）今後の課題

本市が他の被災地と大きく異

なっている点は、震災以降、人口が

増加傾向にあることだ。これは原発

事故により、市外から本市に避難す

る人が増大したことが大きな原因と

考えている。震災以降、市内から市

外に避難した市民が7,417人である

のに対し、市外から市内へ避難して

きた方々は23,867人となっている

（2012年11月現在）。

地域づくり支援を担う行政や地

域包括支援センター、社会福祉協議

会としては、従来からのコミュニ

ティ住民と被災者、市外からの避難

者が地域で交流できるよう、連携し

ながら調整の役割を果たしていかな

ければならないと考えている。

また、市外から避難してきてい

る方のうち、介護サービスを必要と

する高齢者については、避難元市町

村と情報交換しながら、迅速かつ正

確に状況を把握し、介護サービスに

つなげていくことも重要だ。加えて、

高齢者の閉じこもり予防、介護予防

についても、今後も引き続き行わな

ければならないと考えている。

Reports of Self-Governing Bodies
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行政機能自体が消失するという
未曾有の大規模災害のなかで

災害・危機管理の権威E.L.クァランテリは、災
害を被災の重篤度にそって「クライシス」「ディザ
スター」「カタストロフ」に区分しています。東日
本大震災は、地域基盤構造の壊滅、行政機能の不全、
日常生活機能の断絶、隣接地からの支援不能を特徴
とする「カタストロフ」に分類されます。1995年
の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県中越沖地震
は「ディザスター」です。日本では空前の大災害が
今回起こったわけです。

特に地元自治体では、基本的な施設や庁舎機能の
損壊にとどまらず、首長はじめ多くの幹部職員の被
災、職員の犠牲などで、発災急性期に組織的な対応
が不能となったところもありました。もともと高齢
化・規制緩和・公共事業抑制などの流れで専門技術
系職員が不足気味になっていましたが、この大震災
でそうした偏りも浮き彫りになっています。

県行政も、被災現地の状況把握やそれに基づく国
との迅速な対応調整などが十分ではなかった面もあ
るし、国の復興構想会議の性急な復興議論の進め方
が関係県を翻弄した面もあります。そのなかで厚生
労働省は、相双地域で短期間に大量の入院患者を遠
距離移送し、直接職員を派遣し支援拠点を構築する
など高度な対策を遂行してきました。復興過程では、
縦割り行政や硬直的手続きが、被災者の自律を阻む
ことにもなっており、被災者に行政忌避心理さえ出
てきていることを、災害時の行政執行のあり方再検
討の糧とすべきです。

支援については、被災沿岸部は国道の幹線が1本
しかなく、内陸とは肋骨状の肢道でつながる地形構
造のために、海路も使えないなかで、各被災地・集
落の分断孤立が深刻でした。災害備蓄も不十分でし
た。物資の拠点となるコンビニやスーパーも多くが
流出し、内陸部でも流通不全などで、急性期はほと
んど機能していませんでした。周辺農家の自然備蓄
品や各家々の米野菜類が助け合いに意外に役に立ち

ました。日ごろから世帯内に余裕の備蓄をしておく
ことが重要です。

一方、全国から経験豊かなコーディネーターが集
結しました。コーディネーターには、被災住民の状
況やニーズを把握し、同じレベルの情報を全体に流
通させるなどのメディア機能が求められますが、
刻々変化するニーズや住民の心の状態の把握は容易
ではなく、外部コーディネーターには限界がありま
した。今回のようなカタストロフ状況への対応は、
まずは住民自身の相互協力の力が第一です。ふだん
から地域住民のなかに育まれる相互支援の力の可能
性を災害対策でも十分検証する必要があると思いま
す。中越沖地震の際も、結局は、集落ごとのまとま
りが帰還への各段階で機能しました。

全国から集まったボランティアに対するコーディ
ネートについても、事前に深刻な被災の現実と向き
合うための心構えを教育するなど適切な事前情報の
提供が大事ですし、ニーズに即した的確な人員配置
など、専門的な調整機能が重要なことを痛感します。
発災急性期から移行期には社会の総がかりの力の結
集が不可欠です。行政や社会福祉協議会が中心に仕
切ろうとしても、みんなの自発性を妨げるだけです。
なかには週末に休んでいる社協があったりして驚き
ました。行政・社協は事務局提供など後方支援に徹
し、活動の実際の手配・調整機能の中枢は民間の手
に託すことが望ましいと感じました。

すでに、国連専門機関常設委員会や国際赤十字・
赤新月社が、世界的災害や危機管理の教訓に基づき、
大規模災害発生から３年経過時点までの経時工程的
な包括支援ガイドラインを、2007年・2009年に策
定しています。わが国の災害対策は防災・減災中心
です。「人間の安全保障」を中心に組み立てられた
国際基準を、行政もボランティアを含む民間も、も
う少し勉強する必要があります。

｢介護版DMAT｣ に求められる
災害急性期介護のあり方

発災急性期では、医療と介護の統合的対応や恐怖
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緩和の心理対応など、介護保険法で定義される「介
護」の概念を超えた複合的なケアが必要になりまし
た。処置と予防が同時進行します。日赤石巻病院な
どのように医療は驚くほど頑張りましたが、医療か
ら介護への橋渡しが難しかったです。DMATの介
護版（災害緊急介護チーム）が必要で、DMATと
一体連携で機動的に動くことのできる組織性が必要
です。なお、建物倒壊による負傷などを想定する
DMATは、今回の津波被害にはうまく機能しなかっ
たという評価を口にする人々もいますが、それは
まったく実態を視ていません。DMATには救命の
プロのほかに衛生看護やロジスティクスの専門家が
張り付いています。その機能は非常に強力でした。

例えば、宮城県には災害広域医療コーディネー
ターがいて、日赤（現東北大）の石井正先生のよう
な活躍ぶりでしたが、これと連携できる災害広域介
護コーディネーターのような認証制度が必要だなと
感じました。関連して、地域に張り付いた居宅サー
ビス系事業者のネットワーク化が重要です。介護保
険に調整基金がありますが、災害時のコーディネー
ター活動費用はここから支出するというしくみをつ
くることは、政策技術的には難しくありません。

DMATにあるロジスティクス機能と同様の機能
を災害緊急介護チームにも備え、そこに、例えば民
介協のような民間介護事業者の全国組織がかかわる
ことができれば、強力なものになりますね。

一方、今回は、ケアマネジャーさんの多くが被災
したり、あちこちに避難した利用者さんとの連絡が
なかなか取れず確認にとまどったりといった問題が
深刻でした。医療圏に相当するような広域のケアマ
ネ調整センターのようなものを創設して、ケアマネ
ジャーネットワークの強化が必要かと思います。

潜在する介護専門職の
ポテンシャルを活かせるしくみづくりを

もちろん個々の介護施設では、私の知るだけでも
定員の2.5倍といった受け入れ超過状況で懸命のケ
アが行われました。それもあって施設外への活動は

難しかったようです。無理もないことですが、全国
からの支援も低調でした。

介護専門職がどう動けばいいか、どの範囲まで動
けばいいのかについての決まりや現場裁量がないた
めに、二の足を踏んでしまうケースが多かったよう
に思います。介護専門職のネットワークのあり方や
専門技術の中身について、今後の検証と改善が必要

でしょう。簡単に言えば能力高度化と仕事裁量の拡
大です。専門士、認定士についてはすでに関係方面
で議論が進んでいますが、災害時に必要となる能力

（知識と技能）はそういったものをすべて包含して
いますので、特別の研修・認証の制度を設けるといっ
た新たな取り組みが必要です。

涌谷町民病院のように沿岸部への後方支援で活躍
した医師のなかでは、医療の次段階に介護が控えて
いるという態勢、医療を理解して介護ができるスタッ
フの存在を求める声が多いです。引き継ぎとしての
介護体制があればこそ、医療ももっと十全に機能し

東日本大震災で見えてきた介護システムの問題点

牡鹿半島入り江にある集落・給分浜。津波により大きな被害があり、交
通が途絶。一時孤立状態となった



ます。医療・介護連携は地域包括ケアの核心部です
が、具体的に議論すべき課題が今回見えています。

また、介護の有資格者は増加の一途です。社会的
制度に基づき、社会の費用負担も加わった形で、資
格認定された方々です。その資格がずいぶん眠って
います。災害時にそうした身近な資格を活かすしく
みづくりも必要です。社会が認定した資格は社会の

ために活かす。単なるお飾りや個人資産ではないの
です。例えば、資格取得時に地域介護データバンク
への登録を勧奨するといったしくみをつくり、資格
保有者の職業意識や貢献意識の向上を促すといった
取り組みも必要なのではないでしょうか。

地域コミュニティ再生のノウハウを
取り入れたグランドデザインが必要

国際的には、生活環境の整備と心身一体の健全性
維持を包括的に進める心理社会支援（psycho-social 
support）モデルが確立しています。 日本では、ハー

ドとソフト、ソフトでも身体と「心のケア」を切り
離してしまいます。長期にわたって一体的にバラン
スよく支えていく手立てが必要です。長期的・継続
的な包括ケアの視点です。

もちろん医療と介護と生活支援、そして前提とし
ての相談援助が統合的に働くしくみが必要です。人
生の突然の途絶、喪失による深い悲嘆と失望、そこ
から立ち直ろうとしている被災された皆さんの前
に、専門職と呼ばれる皆さんが上から目線で立ちは
だかってはいけません。本当の専門家は、一緒にて
いねいに問題解決に知恵を絞る仲間なのです。

瓦礫もまだまだ片づけられておらず、土地利用計
画もなかなか進まず、被災地・被災者生活の今後を
展望した介護のあり方について議論するのは、正直
なところ早すぎます。

ただ、復興への息吹きや期待感が報じられていま
すが、時間経過とともに「生きづらさ」は増してい
きます。被災者の自律への障壁を取り除き、環境整
備し、支え・支え合う実感を取りもどせるような心
の共属の空間づくりを最優先にしたコミュニティー
推進が肝心です。釜石の平田サポートセンターの取
り組みなど参考になる事例も見られます。被災者の
ニーズ実勢に敏感で、何が問題解決への糸口になる
か、どうやって道筋をつけていくか、デザインし、
胆力を持って行動できる人材が必須です。見渡せば
あちこちにそうした人材がいます。

同時に、阪神・淡路大震災や酒田大火からの復興
で得られた教訓は、焦燥感に駆られた外見優先の復
興では、必ず地域空洞化につながるということです。
人と暮らしの持続的復興という俯瞰的な地域将来像
を描きながら、そのなかで、介護や医療の役割と責
任を位置付ける広い視野が大事ではないでしょうか。
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（１）要介護者の「住環境の変化」に即した

　シームレスな支援の実施

⃝　東日本大震災の被災地においては、住み慣れ
た自宅から避難所へ、また避難所から仮設住宅
へと在宅の要介護者の住環境がめまぐるしく変
化をしました。加えて津波被害や地域外への住
民の流出によって既存のコミュニティが崩壊し
た地域も多く、旧来の地縁・人縁を失った要介
護者も多数存在します。

⃝　このような周辺環境の大きな変化のなかで、
避難所などで不活発な生活状態を強いられるこ
とによりADLが低下してしまったり、アルコー
ル等への依存や認知症が悪化する要介護者が散
見されました。

⃝　また、仮設住宅においては、生活不活発病や
認知症、依存症の問題に加え、旧来の地縁・人
縁が失われてしまった方のひきこもりや社会的
孤立が進み、孤立死や自殺なども発生していま
す。

⃝　将来的に仮設住宅から復興住宅への移行が進
めば、今以上に要介護者の実態把握が難しくな
ることが予想され、併せて、仮設住宅で新たに
構築されたコミュニティが再び崩壊してしまう
リスクもあります。

⃝　広域災害においては、避難所から仮設住宅、
復興住宅・地域外への移転など高齢者や要介護
者の住環境に大きな変化が生じることを踏ま
え、シームレスな支援を進めていくことが必要

です。
⃝　その際には、行政による全体的なマネジメン

トのもと、「参画」「協働」をキーワードに民間
事業者を含めた多様なリソースを結集した支援
を行うことが求められます。

（２）在宅介護サービス提供体制の

　早期復旧に向けた支援の強化

①支援事業者の活動を

　資金面で支えるしくみの必要性

⃝　震災発生後の比較的早い段階から、事業者団
体や専門職団体などによる被災地の介護事業者
に対する人的、物的な支援が行われ、民介協で
も宮城県女川町の会員事業者に対して訪問入浴
車両と介護スタッフを派遣し、2011年8月ま
で継続的に支援を実施しました。

⃝　被災地支援のために派遣された人材のなかに
は、被災事業者のスタッフに代わり、現地の要
介護者に対するサービス提供や在宅高齢者の見
守りなどに従事したケースも多く、外部からの
人的支援は被災地の要介護者のQOL維持に貢
献したと考えられます。

⃝　しかし、支援事業者の人繰りや費用の問題か
ら、ボランティアスタッフが長期的に継続して
被災地でサービスを提供することが難しい面が
あることも事実です。

⃝　そこで、介護保険料の一部を活用した災害時
対応のための基金の設置、一定の要件を満たす

１．被災地の現状にかかる提言

本年度実施した調査研究事業の成果を踏まえ、大規模災害発生時における要介護者の ADL なら
びに QOL の維持、および被災地の在宅介護サービス提供体制の迅速な復旧に資することを目的と
して、いくつかの問題を提起したい。

問題提起
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の家族も被災者であるにもかかわらず、現場に
とどまり利用者へのケアを継続した介護従事者
が多数見られました。特に管理者クラスの職員
のなかには、発災直後の混乱が収束するまでの
1 ～３ヵ月の間、ほとんど休まず、現場で指揮
を取り続けた方もいらっしゃいました。

⃝　発災直後の混乱期に介護に従事したケアワー
カーについては、勤務が通常シフトにもどった
段階でバーンアウトの状態に陥ったり、感情の
起伏が激しくなるなど精神面での問題が発生す
るケースも少なくありません。また、バーンア
ウトの状態から抜け出せず、介護の現場から離
れてしまう方も多いとの声がヒアリングでは聞
かれました。

⃝　併せて、津波による家屋流出などの被害を受
けて他地域への転居を余儀なくされたり、復興
が本格化するなかで、他の産業へ転職する介護
従事者も多数いると考えられます。

⃝　その結果、今回実施したアンケート調査によ
れば、介護人材の不足が被災地域の介護事業者
における最大の課題となっています。

⃝　前述のとおり、被災した地域の福祉の復興を
図るためには地域の事業者の経営再建、事業再
開が求められますが、労働集約型の産業である
介護事業において、人材が確保できないなかで、
再建は極めて困難です。

⃝　そこで、被災地で働く介護従事者を対象とす
る重点的な処遇改善やメンタルケアを進め、ケ
アワーカーの離職防止および事業者の人材確保
支援を行うことが急務であると考えられます。

事業者の基金運用対象事業者としての認定、認
定事業者が被災地支援を行う際の活動資金に対
する基金からのサポートなど、支援事業者の活
動に対する経済的な負担を軽減する措置が必要
と考えられます。

②被災事業者の経営再建を支えるしくみの必要性

⃝　また、被災地の在宅介護サービス提供体制の
早期復旧のためには、外部からの支援のみなら
ず現地の事業者の早急な事業再開、経営再建が
必須となります。

⃝　しかしながら、今回の震災では、被災した事
業者の多くが、施設の復旧やスタッフの確保、
当座の資金調達などさまざまな問題に直面し、
独力での迅速なサービス提供の再開ができず、
そのために収入が途絶え、その結果さらに事業
の再開が遅れてしまうという問題が見られまし
た。

⃝　例えば、外部から受け入れた支援スタッフが
提供したサービスについて、被災事業者による
介護報酬の請求を可能とするなど、大規模災害
発生時においては現行の介護保険制度の弾力的
な運用を行い、被災事業者が事業を継続するた
めの収益機会の確保を通じて、現地の要介護者
に切れ目のないケアを支援していくことが必要
と考えられます。

③介護従事者の離職防止・事業者の

　人材確保に向けた支援の必要性

⃝　今回のヒアリング対象のなかには、自身やそ
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２．将来の災害発生に備えた提言

（１）「必要なものやサービスを必要な場所に届ける」

ためのコーディネート機能の強化

⃝　東日本大震災では、行政や社会福祉協議会に
よる物資やボランティアなどの需給調整がうま
く機能しなかったと言われています。例えば、
被災者の支援ニーズは日々変化し、また、地域
ごとにニーズは異なると考えられますが、その
ニーズを集約して、効果的なロジスティクスに
つなげることができなかったため、一部の物資
は供給過剰であった一方、物によっては大幅な
不足が発生したケースも見られました。

⃝　また、指定の避難所や特別養護老人ホームな
どの施設には、支援物資やボランティアの手が
届く一方で、指定外の場所に避難していたり、
自宅にいる要介護者に対しては支援が届かず、
個々の事業者のヘルパーが支援物資を受け取
り、利用者の自宅まで届けに行くようなケース
もあったとされます。

⃝　さらに今回のヒアリングでは、支援事業者な
らびに被災事業者の双方から「どこに支援ニー
ズ（または支援提供意向）を伝えればよいのか
わからなかった」との意見が聞かれました。

⃝　こうした支援物資やボランティアの問題が生
じた原因の1つは、被災地と外部とのヒトやモ
ノの流れを一元的に把握し、調整するコーディ
ネーターの不在にあったと考えられます。

⃝　東日本大震災での状況を踏まえれば、大規模
災害が起こった被災地において、単独の基礎自

治体や社会福祉協議会がコーディネーターの役
割を担うのは現実的に難しいと考えられます。
そのため、複数の自治体が連携した、自治体横
断的な取り組みによるコーディネーターの育成
や、福祉分野の需給調整における自治体と事業
者団体等との役割分担なども検討する必要があ
ると考えられます。

（２）要介護者の支援に向けた組織間連携の強化

①急性期に対応する緊急介護対応チームの構築

⃝　抵抗力の弱い高齢者の場合、衛生状態のよく
ない避難所において生活を送るなかで、肺炎な
どの感染症に罹患してしまう可能性がありま
す。仮に診療所等で急性期の治療を受けて避難
所にもどったとしても、その後に衛生面や栄養
面に配慮したケアを受けることができなければ
再発の危険性は高いと考えられます。

⃝　また、骨折などの外傷を負って急性期の医療
を受けた後、適切なリハビリテーションを受け
られなければ、生活不活発病などに陥り、健康
な高齢者でも要介護状態となるリスクがありま
す。

⃝　そこで、急性期における「避けられた災害死」
のみならず、中長期的な「災害関連死」や
ADLの低下を防ぐためには、医療と介護の連
携が重要となります。しかし、今回の震災では、
医療とその後の生活を支援する介護との間の連
携に問題が見られました。
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③行政と事業者との連携構築・役割分担の

　明確化の必要性

⃝　今回の震災においては、単独の市町村あるい
は都道府県レベルでは対応できない広域かつ甚
大な被害が発生しました。

⃝　一部では、被害規模が大きすぎて行政機能が
一時的に麻痺してしまった基礎自治体も見られ
ました。こうした状況下では、地域内の被害の
全体像を把握することや目の前に殺到する住民
への対応に忙殺され、自宅や避難所で生活する
要介護者の支援ニーズの把握やケアにまで十分
に手が回らないと考えられます。

⃝　一方、すべてを行政が担うのではなく、「民
間事業者に任せられることは民間に任せる」と
いう視点に立ち、行政と民間介護事業者との役
割分担を行うことで、行政における災害時行政
の効率的なオペレーションと要介護者への支援
の円滑化が実現できる可能性があります。事業
者と行政との連携や役割分担のあり方について
検討を行うことも重要です。

⃝　なお、アンケート調査では、大規模災害時に
介護サービスを提供するにあたり、災害時要援
護者の医療福祉情報や避難者リストの開示、医
療・福祉機関に関する情報の共有などが求めら
れていました。いざというときに効果的な役割
分担を行うためには、災害時の個人情報の取り
扱いや情報共有の方法論など、平時より行政と
事業者が協議を進めておく必要があると考えら
れます。

⃝　こうした問題が生じた要因の1つとしては、
介護側のマンパワーの不足が挙げられます。特
に在宅介護事業者の場合、利用者の安否確認や
目の前の利用者への対応に追われ、避難所や自
法人の利用者でない地域の要介護者へのケアに
手が回らない状況でした。

⃝　介護の分野においては、医療分野のDMAT
のように国レベルで災害時に備えて介護従事者
を組織化し、運用する試みがこれまで行われて
きませんでした。今回は個々の事業者団体や専
門職団体がそれぞれ個別に支援を行いました
が、医療と連携し被災地全体の要介護者に、ま
んべんなく必要なケアを提供するまでには至ら
なかったと推察されます。

⃝　そこで、今回の反省を踏まえ、今後、急性期
医療の後工程を担う災害時派遣のための介護
チームを早急に組織化することが求められます。

②医療と介護をつなぐ人材の育成

⃝　なお、被災地での急性期、混乱期の介護を支
える組織を構築するだけでは、連携は円滑には
進まないと考えられます。

⃝　DMAT等の医療チームと介護版DMATの連
携を進めるためには、「医療と介護をつなぐ人
材」を育成していくことも必要です。民介協の
ような団体に蓄積された被災地での支援活動に
関するノウハウを、各地域で中核となって活動
する介護従事者等に伝え、「災害時医療・介護
連携コーディネーター」などを育成していくこ
とも重要です。





東日本大震災への対応に関する
アンケート結果概要

2012 年 10 月から 11 月にかけて、無作為に抽出

した被災地介護事業者と、全国の介護事業者を対

象に行ったアンケート調査結果の概要です。

本書は、これらのアンケート結果を参考に作成さ

れています。



東日本大震災への対応に関するアンケート結果概要

◆ アンケート調査の目的
　東日本大震災で被災された在宅介護事業者における支援の受け入れ状況や受け入れ時の課題を把
握するとともに、被災された介護事業者に対して支援を実施した事業者の支援内容や支援時の課題
等を広く把握することを目的に調査を実施。

◆ 調査実施概要
◦実施期間：2012 年 10 月 24 日（水）～ 11 月 22 日（木）
◦調査対象： 在宅介護サービスを実施している民間の事業者
◦配布件数：1,320 件

【 内 訳 】

①民介協に加盟している事業者：439 件（全会員）
②災害救助法対象地域（ただし、東京都を除く）に事業所を立地している民間の事業者：761 件

※②の抽出方法
•独立行政法人福祉医療機構が所有する「介護事業者情報」を基本データとした母集団名簿を作成したうえで、都

道府県別の法人件数を集計。
•災害救助法対象地域に占める法人件数の割合を算出し、761 件を当該割合に応じて比例配分。
•なお、事業所の抽出においては無作為抽出を行い、併せて、民介協会員と非会員の名寄せ・重複の修正を実施。

③その他介護業界団体に所属している事業者：120 件

◦調査手法：郵送法（郵送によるアンケート調査票送付および回収）
◦調査の内容：

・法人全体および在宅介護事業の状況について
・被災地立地事業者の支援の受け入れ状況について
・被災地立地事業者の支援を受けた際の課題について
・被災事業者に対する支援を行った事業者の支援の内容について
・被災事業者に対する支援を行った事業者の支援実施時の課題について　　　など

◆ 回収状況
配布数 回収数 無効回答数 有効回答数 有効回答率

1,320 件 353 件 1 件 352 件 26.7％

◆ 結果を見る際の注意点
•図表中の構成比は小数点第２位を四捨五入し、表記していることから、表示上の構成比を合計し

ても 100％にならない場合がある。
•文中に出てくる「Ｎ」は回答数を示している。また、集計結果は無回答を除くベースである。
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５人未満 18.3%

50～ 100人未満
4.6%

100人以上
7.9%

30～ 50人未満
13.4%

20～ 30人未満
7.9% ５～10人未満

24.4%

10～ 20人未満
23.5%

５～10人未満
17.5%

５人未満 20.9%50～
100人未満
8.6%

100人以上
11.1%

30～ 50人未満
11.4%

10～ 20人未満 19.7%

20～ 30人未満
10.8%

青森
2.9%

その他の地域
20.2%

北関東
13.5%

東京 6.1%

南関東
（東京以外）
7.0%

福島
9.4%

北海道
13.5%

岩手 8.8%

秋田
0.9%

宮城 17.3%

山形 0.6%

1999年度以前
18.0%

2000年度～
2002年度
29.6%

2003年度～2005年度
22.5%

2006年度～
2008年度
13.9%

2009年度～
2011年度
13.3%

2012年度以降 2.7%

◦ 法人本部機能の立地場所については、35.5％が被災地３県（岩手：8.8％、宮城：17.3％、福島：9.4％）
に立地している。

◦ 介護サービス事業開始時期は、8割以上の回答者が介護保険法の施行が開始された2000年度以降と回答。
◦ 常勤職員数については、「5 ～ 10人未満」が24.4％と最も多く、半数以上が「20人未満」であった。
◦ 非常勤職員数については、「5人未満」が20.9％と最も多かった。

図表3◦常勤職員数（Ｎ＝328） 図表4◦非常勤職員数（Ｎ＝325）

法人の属性Ⅰ

図表1◦法人本部機能の立地場所（Ｎ＝342） 図表2◦介護サービス事業開始時期（Ｎ＝338）
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被災地にあるが、
影響を受けなかった

15.2%

被災地にあり、
影響を受けた
37.8%

被災地にないが、
影響を受けた 6.9%

被災地にはなく、
影響を受けていない

40.1%

断念した事業所あり
2.3%

断念した事業所なし 97.7%

◦ 東日本大震災による被災状況について見ると、「（法人本部が）被災地＊1にあり、（人的、物的、金銭的な）
影響を受けた」と回答した法人が37.8％であった。

◦ 「被災地にあり、影響を受けた」と回答した法人のうち、ほとんどが被災後に「事業再開を断念した事業
所なし」と回答。

東日本大震災による被災状況Ⅱ

図表8◦被災後、事業再開を断念した事業所の有無
　　　  （Ｎ＝132）

図表7◦東日本大震災による被災状況（Ｎ＝349）

＊ 1  本アンケート上の「被災地」の場所は災害救助法適用地域（ただし、東京都を除く）をさす。

◦ 介護保険事業の売上高については、「3,000万円未満」が25.8％と最も多く、また、「１億円未満」が半
数以上を占めていた。

◦ 実施している介護保険サービスについては、「訪問介護」（61.7％）が最も多く、以下、「居宅介護支援」
（59.9％）、「通所介護」（53.5％）と続く。

3,000万円未満
25.8%

5,000万円以上～
1億円未満
19.4%

1億円以上～
3億円未満
25.2%

3億円以上～
5億円未満
4.9% 5億円以上

9.8%

3,000万円以上～
5,000万円未満
14.8%

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80

53.5%

59.9%

61.7%訪問介護

短期入所生活介護

認知症対応型
通所介護

訪問看護

訪問入浴介護

小規模多機能型
居宅介護

福祉用具貸与・販売

認知症対応型
共同生活介護

通所介護

居宅介護支援

11.7%

18.1%

10.2%

19.9%

9.1%

8.8%

7.3%

図表5◦介護保険事業の年間売上高
　　　  （前年度決算期　Ｎ＝325）

図表6◦実施している介護保険サービス
　　　  （複数回答　Ｎ＝342　上位10項目）
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被災した事業所で生じた影響Ⅲ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者本人への人的被害

利用者の家族への人的被害

スタッフへの人的被害

スタッフの家族への人的被害

利用者本人の自宅が損傷

事業所の建物が損傷

事業所のライフラインが停止

事業所周辺の交通インフラが損傷

その他

■ 在宅介護事業所（Ｎ＝99）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝23）
■ 在宅介護事業所（Ｎ＝99）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝23）28.3%

13.0%

24.2%
8.7%

16.2%
17.4%

20.2%
13.0%

57.6%
26.1%

59.6%
69.6%

89.9%
87.0%

56.6%
47.8%

7.1%
0.0%

◦ 被災した事業所で生じた影響については、「事業所のライフラインが停止」や「事業所の建物が損傷」と
の回答が多く見られた。

◦ 在宅介護事業所と在宅以外の介護事業所に分けてみると、在宅介護事業所では「利用者本人の自宅が損傷」
や「利用者本人への人的被害」といった回答が相対的に多く見られた。

図表9◦被災した事業所の影響（複数回答）
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震災後の事業所の復旧状況についてⅣ

被災直後の行動
◉ 地震の揺れや津波が収まった段階において、優先的に実施した取組

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 在宅介護事業所（Ｎ＝99）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝24）
■ 在宅介護事業所（Ｎ＝99）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝24）

97.0%
91.7%

86.9%
87.5%

6.1%
8.3%

32.3%
29.2%

24.2%
41.7%

27.3%
45.8%

57.6%
79.2%

58.6%
70.8%

45.5%
54.2%

64.6%
45.8%

利用者の安否確認

職員の安否確認

移動用ガソリンの確保

暖房用燃料の確保

飲料の確保

食料の確保

介護用品、機材の確保

自法人の本部または他拠点への報告

関係行政機関への報告

その他

◦ 優先的に実施した取り組みについては、事業内容にかかわらず、利用者や職員の安否確認を実施したと
回答したところが多く見られた。

◦ 一方、「移動用ガソリンの確保」については、在宅介護事業者の回答割合が在宅以外の介護事業所よりも
高い結果であった。反対に、「食料の確保」や「飲料の確保」は在宅以外の介護事業者の回答割合が在宅
介護事業者よりも高かった。

震災当日 20.2%

震災後1週間以内 33.7%

震災後1ヵ月以内
14.6%

震災後3ヵ月以内
3.4%

震災後
2週間以内
16.9%

震災後翌日
11.2%

震災当日 63.6%
震災後

1週間以内
13.6%

震災後半年以内
4.5%

震災後
1ヵ月以内
9.1%

震災後
2週間以内
9.1%

◉ 最も短時間で事業再開できたサービスの時期 

◦ 在宅以外の介護事業所は「震災当日」で再開できた事業所が63.6％と半数以上を占めたものの、在宅介
護事業所では、20.2％にとどまっていた。

図表10◦地震の揺れや津波が収まった段階において、優先的に実施した取り組み（複数回答）

図表11◦最も短時間で事業再開できたサービスの時期
（在宅介護事業所　Ｎ＝89） （在宅以外の介護事業所　Ｎ＝22）
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

■ 在宅介護事業所（Ｎ＝93）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝20）
■ 在宅介護事業所（Ｎ＝93）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝20）

25.8%
10.0%

16.1%
10.0%

24.7%
45.0%

2.2%
0.0%

12.9%
20.0%

38.7%
20.0%

23.7%
25.0%利用者の増加

利用者の減少

利用者の重度化

利用者の軽度化

利用者の施設への移行

利用者の入院

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 在宅介護事業所（Ｎ＝96）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝24）
■ 在宅介護事業所（Ｎ＝96）
■ 在宅以外の介護事業所（Ｎ＝24）

83.3%
87.5%

4.2%
4.2%

4.2%
4.2%

13.5%
8.3%

0.0%
0.0%

7.3%
4.2%

2.1%
4.2%

5.2%
12.5%

17.7%
4.2%

自法人

自法人以外の福祉事業者
（社協を除く）

市町村の職員

都道府県の職員

社会福祉協議会（自市区町村）

社会福祉協議会（都道府県）

地域包括支援センター

誰も行っていなかった

その他

◉ 被災事業所の事業エリアにおける利用者と介護事業者との間の調整役

図表12◦サービス再開する前の被災事業所の事業エリアにおける利用者と介護事業者との間の調整役の担い手（複数回答）

◦ 被災事業所の事業エリアにおける利用者と介護事業者との間の調整役については、「自法人」が他の項目
に比べると圧倒的に多かった。

◉ 震災前と震災後での利用者の状況

図表13◦震災前と震災後での利用者の状況（複数回答）

◦ 震災前後での利用者状況の変化について見ると、在宅介護事業所では「利用者の減少」と「利用者の施
設への移行」の回答が多かった一方、在宅以外の介護事業所では「利用者の増加」の回答が多く見られた。

◦ 在宅以外の介護事業所の利用者増の背景には、震災前に在宅介護サービスを利用していた方が、震災後、
ADLの悪化や自宅生活への不安、家族の勧め等により、施設や病院に移行した影響があると推察される。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

瓦礫の撤去

事業用地の確保

事業の将来性への不安

利用者の減少

復旧プラン決定の遅さ

ケアスタッフの不足

事務局人材の不足

必要な物資の不足

事業資金の不足

二重ローン問題

施設の損傷

インフラの復旧の遅さ

社会福祉協議会との調整

行政との調整

（利用者負担のある）
介護保険サービスへの移行

ボランティアとの調整、
役割分担

職員の退職

職員のモチベーションの低下

その他

特に問題はない

4.1%
2.1%

49.0%
3.2%

12.2%
12.8%

3.1%
4.3%

29.6%
4.3%

44.9%
12.8%

4.1%
1.1%

4.1%
5.3%

1.0%
1.1%

2.0%
1.1%

8.2%
12.8%

11.2%
8.5%

10.2%
4.3%

10.2%
24.5%

30.6%
53.2%

6.1%
4.3%

30.6%
21.3%

14.3%
25.5%

3.1%
3.2%

6.1%
0.0%

■ 事業再開時の課題（Ｎ＝98）
■ 現在の課題（Ｎ＝94）
■ 事業再開時の課題（Ｎ＝98）
■ 現在の課題（Ｎ＝94）

◉ 事業再開時の課題と現在の課題

図表14◦事業再開時の課題と現在の課題（複数回答）（在宅介護事業所）

◦ 在宅介護サービス事業を再開した時点での課題と現時点の課題について見ると、事業再開時においては、
「必要な物資の不足」や「インフラの復旧の遅さ」を回答に挙げている事業所が多かった。反面、現在では「ケ
アスタッフの不足」や「事業の将来性への不安」といった課題を挙げる事業所が多く見られた。
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

助成金・補助金の支給

人材調達支援

報酬水準の改善

各種手続きの簡素化

インフラの早期復旧

規制緩和

物資調達支援

資金調達支援

街の復興のスピードアップ

利用者との調整

支援ボランティアとの仲介

情報提供の強化

その他

特に支援は必要ない

45.1%
41.8%

38.5%
18.7%
17.6%

15.4%
13.2%

9.9%
5.5%

4.4%
2.2%

9.9%
3.3%

17.6%

◉ 現在の課題を解決するために望む行政からの支援

図表15◦現在の課題を解決する際に望まれる行政からの支援（複数回答　Ｎ＝91）

◦ 現在の課題を解決するために望む行政からの支援については、「助成金・補助金の支給」や「報酬水準の
改善」、「人材調達支援」など、「カネ」や「ヒト」に対する支援を要望する回答が多く見られた。

東日本大震災後の他団体からの支援についてⅤ

◉ 人的支援について

支援を受けた7.4%

支援を受けていない 92.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.1%

11.1%

82.8%自組織の体制で十分
対応可能であった

その他

支援の条件が折り合わなかった

利用者、利用者家族からの要望

地域性を理解していない人材を
受け入れることへの不安

事業所の再開のめどが
立っていなかった

派遣される人材の能力の低下

自法人のサービス提供方法を
変えることへの不安

支援要請のしかたが
わからなかった

2.0%

3.0%

2.0%

3.0%

0.0%

4.0%

◦ 他団体からの人的支援を「受けていない」との回答が92.6％であった。
◦ 人的支援を受けなかった理由＊2としては、「自組織の体制で十分対応可能であった」が82.8%と最も多く、

次いで、「支援要請の仕方がわからなかった」が11.1％と続いた。

＊ 2  他団体からの人的支援の有無について、「支援を受けていない」と回答した法人のみを対象。

図表16◦他団体からの人的支援の有無（Ｎ＝108） 図表17◦人的支援を受けなかった理由（複数回答　Ｎ＝99）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80

行政からの補助金や助成金の受領

見舞金、寄付金の受領

地域金融機関からの低利貸付

政府系金融機関からの低利貸付

（独）福祉医療機構からの福祉関係融資

社会福祉協議会からの低利貸付

その他

金銭的支援は受けていない

23.3%

12.6%

10.7%

6.8%

1.9%

0.0%

0.0%

61.2%

◦ 外部からの金銭的支援の受け入れについて見ると、61.2％が「金銭的支援は受けていない」と回答して
いた。

◦ 金銭的支援の内訳については、「行政からの補助金や助成金の受領」（23.3％）や「見舞金、寄付金の受
領（12.6％）が多い結果となった。

◉ 物資、金銭面の支援について

支援を受けた
47.2%

支援を
受けていない
52.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

51.2%

61.0%

24.4%

41.5%

53.7%

85.4%

14.6%

29.3%

17.1%

24.4%

24.4%

2.4%

14.6%

食料品

飲料

家具・家事用品

衣類等

衛生用品

医薬品、医療用品

燃料

教養娯楽用耐久財

教養娯楽用品

輸送用機械器具

照明器具

調理器具

その他

◦ 他団体からの物資の支援の有無については、「支援を受けた」が47.2％、「支援を受けていない」が
52.8％であった。

◦ 物資の不足状況について見ると、「燃料」が「不足した」との回答割合が高く、ガソリンや暖房用の燃料
不足が介護の事業者でも深刻であったことがうかがえる。

図表20◦外部からの金銭的支援の有無（複数回答　Ｎ＝103）

図表19◦不足したもの（複数回答　Ｎ＝41）図表18◦他団体からの物資の支援の有無（Ｎ＝108）
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1法人 46.3%

31法人以上 1.9%11～ 20法人 3.7%
6～１0法人
3.7%

4～ 5法人
9.3%

2～ 3法人
35.2%

1、2日 11.9%

2週間以上～
1ヵ月未満
15.3%

1年以上
8.5%

1ヵ月以上～
3ヵ月未満
16.9%

3ヵ月以上～
6ヵ月未満
5.1%

1週間以上～
2週間未満
16.9%

3日以上～
1週間未満
25.4%

◦ 支援した法人数（のべベース）については、「１法人」が46.3％と最も多く、以下、「２～３法人」（35.2％）
と続いていた。

◦ 支援期間（のべベース）は「3日以上～ 1週間未満」が25.4％と最も多い結果となった。

東日本大震災後の他団体に対する支援の実施状況についてⅥ

◉ 人的支援について

支援を行った
17.2%

支援を行なっていない82.8%

◦ 東日本大震災の被災地に対する人的支援の有無については、「支援を行った」と回答した法人は17.2％に
とどまっていた。

※　東日本大震災の被災地に対する人的支援の有無で「支援を行なった」と回答した法人を対象。

図表21◦東日本大震災の被災地に対する人的支援の有無（Ｎ＝352）

図表22◦支援した法人数（のべベース）（Ｎ＝54） 図表23◦支援した期間（のべベース）（Ｎ＝59）
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知り合いだった
68.4%

知り合いではなかった
31.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

施設長クラス 40.4%

56.1%

43.9%

8.8%

7.0%

14.0%

事務職スタッフ
クラス

事務職リーダー
クラス

現場ケアスタッフ
クラス

現場リーダー
クラス

その他

◦ 支援を行った先について震災前から「知り合いだった」との回答が68.4％と半数を超える結果であった。
◦ 被災地に派遣した職員の職位については、「現場リーダークラス」が56.1％と最も多く、以下、「現場ケ

アスタッフクラス」（43.9％）、「施設長クラス」（40.4％）と続いた。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37.5%

33.9%

26.8%

26.8%

23.2%

21.4%

17.9%

16.1%

16.1%

14.3%

一般避難者への生活サポート

福祉避難所の要援護者への直接介護

一般避難者へのメンタルケア

福祉避難所の要援護者への生活サポート

介護施設の要援護者への直接介護

在宅の要援護者への生活サポート

在宅の要援護者への直接介護

瓦礫の撤去などの支援

現地住民の移動支援

福祉避難所の要援護者へのメンタルケア

◦ 被災地に派遣されたスタッフの活動内容については、「一般避難者への生活サポート」が37.5％と最も
多く、以下、「福祉避難所の要援護者への直接介護」（33.9％）、「一般避難者へのメンタルケア」（26.8％）、

「福祉避難所の要援護者への生活サポート」（26.8％）と続いていた。

図表24◦被災地に派遣されたスタッフの活動内容（複数回答　Ｎ＝56　上位10項目）

図表25◦支援を行った先について震災前からの知
　　　　 り合いの有無（Ｎ＝57）

図表26◦被災地に派遣した職員の職位
　　　　 （複数回答　Ｎ＝57）
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

支援先の利用者とのコミュニケーション

支援先の地元スタッフとの役割分担

支援先スタッフとのコミュニケーション

支援スタッフの健康管理

支援スタッフの移動手段の確保

支援スタッフの安全の確保

地元関係機関との関係構築

支援スタッフの宿泊場所の確保

支援スタッフの飲食料の確保

支援スタッフとの連絡手段の確保

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

助成金・補助金の支給

人材調達支援

報酬水準の改善

各種手続きの簡素化

インフラの早期復旧

規制緩和

物資調達支援

資金調達支援

街の復興のスピードアップ

利用者との調整

支援ボランティアとの仲介

情報提供の強化

その他

特に支援は必要ない

45.1%41.2%

37.3%

31.4%

23.5%

23.5%

21.6%

15.7%

9.8%

9.8%

5.9%

5.9%

45.1%
41.8%

38.5%
18.7%
17.6%

15.4%
13.2%

9.9%
5.5%

4.4%
2.2%

9.9%
3.3%

17.6%

◦ 支援人材が現地で直面した課題について見ると、「支援先の利用者とのコミュニケーション」が41.2％
と最も多く、以下、「支援先の地元スタッフとの役割分担」（37.3％）、「支援先スタッフとのコミュニケー
ション」（31.4％）と続いていた。

0% 10% 20% 30% 40% 50%

支援先の通常業務体制が整った

自組織のスタッフが不足した

支援先の事業所、避難所が
縮小、閉鎖した

自組織の負担が想定を上回った

理想とする支援ができなかった

地元関連団体との調整が難しくなった

継続の条件が合わなかった

その他

46.3%

24.1%

22.2%

3.7%

1.9%

1.9%

0.0%

18.5%

◦ 支援先から引き揚げた理由について見ると、「支援先の通常業務体制が整った」が46.3％と最も多くなっ
ていた。

◦ 一方、24.1％は「自組織のスタッフが不足した」と回答しており、自組織の事情により支援を引き揚げ
ている法人も見られた。

図表27◦支援人材が現地で直面した課題（複数回答　Ｎ＝51）

図表28◦支援先から引き揚げた理由（複数回答　Ｎ＝54）
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◉ 被災地に対する物的支援および金銭的支援の有無について

支援を行った
29.8%

支援を行っていない
70.2%

支援を行った
52.9%

支援を
行っていない
47.1%

◦ 被災地に対する物的支援については、29.8％が「支援を行った」と回答した。なお、支援の中身については、
「おむつ、衛生用品」や「衣類、タオル」、「食料品」を支援した法人が多かった。

◦ 金銭的支援については、52.9％が「支援を行った」と回答しており、半数を超える結果であった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

被災地に送り出す人材の数がいなかった

経済的に人的支援が難しかった

被災地のニーズに合う支援を用意できなかった

自法人が被災して他の支援どころではなかった

被災地で活躍する能力を持つ人材がいなかった

被災地への派遣に立候補する人材がいなかった

被災地への交通手段がなかった

被災地のニーズがわからなかった

被災地に知り合いがいなかった

支援を申し出る窓口がわからなかった

支援を申し出たが、実際の支援要請がなかった

その他

71.5%

27.5%

16.9%

13.4%

11.3%

8.5%

7.7%

7.0%

7.0%

6.0%

4.9%

3.5%

◦ 被災地に対する人的支援を行っていない法人に対して、その理由を聞いたところ「被災地に送り出す人
材の数がいなかった」が71.5%と最も多く、以下、「経済的に人的支援が難しかった」（27.5％）、「被災
地のニーズに合う支援を用意できなかった」（16.9％）と続いた。

図表29◦被災地へ人的支援を行わなかった理由（複数回答　Ｎ＝284）

図表30◦被災地に対する物的支援の有無（Ｎ＝339） 図表31◦被災地に対する金銭的支援の有無（Ｎ＝331）

※　東日本大震災の被災地に対する人的支援の有無で「支援を行なっていない」と回答した法人を対象
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◦ 被災地にある法人において、「飲食料品の備蓄」や「安否確認手順の策定」「災害時対応の協議」などを、
3/11後に実施しているケースが多く見られた。

災害時の支援のあり方についてⅦ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

災害時要援護利用者リストの整理

安否確認手順の策定

避難訓練の実施

ＢＣＰ策定

飲食料品の備蓄

介護用品の備蓄（おむつ等）

医療用品の備蓄

衛生用品の備蓄（ティッシュ等）

防寒用品の備蓄

建築物の耐震化

自家発電設備の設置

災害時対応の協議（対行政機関）

災害時対応の協議（対民間介護事業者）

災害時対応の協議（対その他民間企業）

地域内のネットワークづくり

広域的なネットワークづくり

地震保険、火災保険への加入

その他

■ 3/11 前より実施（N＝142）
■ 3/11 以降に実施（N＝107）
■ 3/11 前より実施（N＝142）
■ 3/11 以降に実施（N＝107）

42.3%
29.0%

47.2%
36.4%

0.7%
0.9%

9.9%
10.3%

21.8%
26.2%

5.6%
21.5%

7.0%
26.2%

9.2%
33.6%

5.6%
16.8%

29.6%
16.8%

21.8%
30.8%

48.6%
30.8%

38.7%
21.5%

52.8%
27.1%

30.3%
43.9%

4.2%
14.0%

66.2%
15.9%

64.8%
17.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

災害時要援護利用者リストの整理

安否確認手順の策定

避難訓練の実施

ＢＣＰ策定

飲食料品の備蓄

介護用品の備蓄（おむつ等）

医療用品の備蓄

衛生用品の備蓄（ティッシュ等）

防寒用品の備蓄

建築物の耐震化

自家発電設備の設置

災害時対応の協議（対行政機関）

災害時対応の協議（対民間介護事業者）

災害時対応の協議（対その他民間企業）

地域内のネットワークづくり

広域的なネットワークづくり

地震保険、火災保険への加入

その他

■ 3/11 前より実施（N＝107）
■ 3/11 以降に実施（N＝96）
■ 3/11 前より実施（N＝107）
■ 3/11 以降に実施（N＝96）

25.8%
36.5%
39.4%

36.5%

0.0%
2.1%

7.6%
13.5%

29.5%
32.3%

2.3%
21.9%

4.5%
26.0%

6.1%
21.9%

7.6%
6.3%

34.1%
13.5%

21.2%
25.0%

53.8%
24.0%

34.1%
24.0%

52.3%
30.2%

33.3%
36.5%

3.0%
13.5%

78.8%
9.4%

62.1%
20.8%

図表32◦災害に備えた防災・減災対策（複数回答）

（法人所在地が被災地になし）

（法人所在地が被災地にあり）
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図表33◦大規模災害発生直後から２ヵ月程度までの間に被災地での直接的な介護サービス提供を中心に行うべき団体 

◦ 大規模災害発生直後から２ヵ月程度までの間に被災地での直接的な介護サービス提供を中心に行うべき
団体については、被災の有無にかかわらず、「社会福祉協議会（市区町村）」との回答が最も多かった。

◦ 被災の有無による違いを見ると、「専門職団体」や「県内の民間介護福祉事業者」といった回答の割合が
両者で異なる結果となった。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

厚生労働省

地方厚生（支）局

その他中央官庁

都道府県

政令指定都市

中核市

市区町村

地域包括支援センター

事業者団体

専門職団体

ボランティア団体

医療機関

民間の介護事業者

その他

30.1%
23.7%

7.4%
10.9%

25.0%
22.7%

10.8%
12.8%

15.3%
30.1%

37.5%
36.5%

26.7%
34.0%

56.4%
57.4%

1.7%
5.8%

21.0%
30.8%

4.0%
7.7%

41.0%
44.3%

0.6%
0.0%

2.6%
5.1%

■ 法人所在地が被災地にあり（Ｎ＝176）
■ 法人所在地が被災地になし（Ｎ＝156）
■ 法人所在地が被災地にあり（Ｎ＝176）
■ 法人所在地が被災地になし（Ｎ＝156）

◦ 介護版ＤＭＡＴをつくる際の運用の中核となるべき団体については、被災の有無にかかわらず、「市区町
村」や「都道府県」という回答が多い結果となった。

社会福祉協議会
（市区町村）
27.4%

社会福祉協議会
（県外） 0.9%

地域包括支援センター
22.1%

その他
 3.5%

県外の民間介護
福祉事業者
6.2%

県内の民間
介護福祉事業者
16.8%

ボランティア
団体1.8%

社会福祉   
協議会

（都道府県）
 7.1%

専門職団体
14.2%

社会福祉協議会
（市区町村）
26.0%

社会福祉
協議会

（都道府県）
6.8%

その他 1.4%

県外の民間
介護福祉事業者

9.6%

県内の民間
介護福祉事業者

9.6%

ボランティア団体
2.7%

地域包括支援センター
20.5%

社会福祉協議会
（県外） 2.7%

専門職団体
20.5%

（法人所在地が被災地にあり　Ｎ＝113）　 （法人所在地が被災地になし　Ｎ＝73）

図表34◦介護版ＤＭＡＴをつくる際の運用の中核となるべき団体（複数回答）
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